


序     文 
 

 日本国政府は、パキスタン・イスラム共和国の要請に基づき、同国の保健管理情報システムの

整備に係る調査を実施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施することといたしま

した。 

 当事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成15年７月27日

より８月16日までの21日間にわたり、当事業団社会開発調査部社会開発調査第二課課長 安達 一

を団長とする事前調査団（Ｓ／Ｗ協議）を現地に派遣しました。 

 調査団は本件の背景を確認するとともに、パキスタン・イスラム共和国政府の意向を聴取し、

かつ現地踏査の結果を踏まえ、本格調査に関するＳ／Ｗに署名しました。 

 本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資

するためのものです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 平成15年９月 

 

国際協力事業団 
理事 泉 堅二郎 











略 語 表 
 

略 語 英 語 日本語 
ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 
AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome 後天性免疫不全症候群 
AJK Azad Jammu & Kashmir アーザード・ジャム・カシミール地方 
ARI Acute Respiratory Infection 急性呼吸器感染症 
BDN Basic Development Needs  
BHU Basic Health Unit  
CDC Center for Disease Control 米国疾病対策センター 
CES Coverage Evaluation Survey  
CIDA Canadian International Development Agency カナダ国際開発庁 
CPR Contraceptive Prevalence Rate 避妊普及率 
DCO District Coordination Officer  
DEWS Disease Early Warning System  
Df ID Department for International Development イギリス国際開発省 
DGHS Directorate General of Health Services  
DHS Demographic Health Study 人口統計・保健医療調査 
DOTs Directly Observed Treatment Short Course  

DPT Diphtheria, Pertussis and Tetanus 三種混合ワクチン 
（ジフテリア、百日咳、破傷風） 

DTPS District Team Problem Solving  
EAD Economic Affairs Division 経済省 
EDO Executive District Officer  
EPI Expanded Programme on Immunization 予防接種拡大プログラム 
EU European Union 欧州連合 
FATA Federally Administered Tribal Areas 連邦政府直轄部族地域 
FBS Federal Bureau of Statistics  
FP Family Planning  
FPIU Federal Program Implementation Unit  
GAVI Global Alliance for Vaccines & Immunization  
GDP Gross Domestic Product 国内総生産 
GIS Geographical Information System 地理情報システム 
GNP Gross National Product 国民総生産 
GTZ* Deutche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit ドイツ技術協力庁 
HDI Human Development Indicator （UNDP）人間開発指数 
HIPC Heavily Indebted Poor Country 重債務貧困国 
HIV Human Immunodeficiency Virus ヒト免疫不全ウイルス 
HMIS Health Management Information System 保健管理情報システム 
ICD International Classification of Diseases 国際疾病分類 
ICT Islamabad Capital Territory イスラマバード連邦首都区 
IDA International Development Association 国際開発協会 
IDB Inter-American Development Bank 米州開発銀行 
IEC Information, Education and Communication 情報･教育･コミュニケーション 
IMCI Integrated Management of Children Illness 子どもの病気の統合的管理 
IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 
IMR Infant Mortality Rate 乳児死亡率 
IT Information Technology 情報技術 



JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力事業団
JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 日本青年海外協力隊
KAP Knowledge Attitude Practice Survey
Kf W Kreditantstalt für Wiederaufbau ドイツ復興金融金庫
LHS Lady Health Supervisors
LHW Lady Health Worker
MCH Maternal and Child Health 母子保健
MICS Multiple Indicator Cluster Survey

MMR Measles Mumps and Rubella Combined Vaccine
三種混合ワクチン
（麻疹、流行性耳下腺炎、風疹）

NA Northern Areas 北部地域
NACP National AIDS Control Programme
NGO Non-Government Organization 非政府機関
NHIRC National Health Information Resource Center
NHMIS National Health Management Information System 国家保健管理情報システム
NHS National Health & Population Welfare Facility
NID National Immunization Day 全国統一防疫日
NIH National Institute of Hygiene
NWFP Northern West Frontier Province 北西辺境州
ODA Official Development Assistance 政府開発援助
OPV Oral Polio Vaccine 経口ポリオワクチン
ORS Oral Rehydration Salts 経口補水塩
ORT Oral Rehydration Therapy 経口補水療法
PHC Primary Health Care プライマリ･ヘルスケア
PIMS Pakistan Institute of Medical Science
PIUs Programme Implementation Units
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略ペーパー
RHC Rural Health Center
RHP Reproductive Health Project
STD Sexually Transmitted Diseases 性感染症
TB Tuberculosis 結　核
TBA Traditional Birth Attendant 伝統的助産婦
TFR Total Fertility Rate 合計特殊出生率
UNAID
S

The Joint United Nations Programmme on HIV/AIDS 国連合同エイズ計画

UNDP United Nations Development Programmes 国連開発計画
UNFPA United Nations Population Fund 国連人口基金
UNICE
F

United Nations Children’s Fund 国連児童基金

USAID United States Agency for International Development 米国国際開発庁
WB The World Bank 世界銀行
WFP World Food Programme 世界食糧計画
WHO World Health Organization 世界保健機構
WID Women in Development 開発と女性

 * ドイツ語⇔日本語
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第１章 事前調査の概要 
 

１－１ 要請の背景 

 パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」と記す）（人口１億4,596万人、面積79万

6,096km2、１人当たりのGNPは424USドル）は、経済水準に比して国民の保健水準が低く、他の

南西アジア周辺諸国と比べても、最近40年間は保健指標の改善が進んでいない状況が続いている。

その背景として、医薬品や医療従事者の不足、地域ごとの保健医療サービスの質の格差、さらに

は脆弱な保健行政能力があげられる。限られたリソースを有効活用し、地域ごとのニーズの違い

を把握するため、更に行政側がより客観的に、また包括的に問題を分析し、より良い政策の策定

を導き出すために、総合的な保健管理情報システム（Health Management Information System：HMIS）

が必要となっている。 

 当国は1992年、国連児童基金（United Nations Children’s Fund：UNICEF）、米国国際開発庁（United 

States Agency for International Development：USAID）等の支援の下で既存の保健医療情報システム

を見直し、その普及のための努力を行っていたが、USAIDからの支援が中断されたことにより計

画は整備途中で終了となった。引き続きUNICEF、世界保健機構（World Health Organization：WHO）

の支援の下で構築され、現在のHMISは2000年８月に完成されたものである。しかしながら、問題

点として各レファラル・レベルでの情報の滞りがあり、人材情報、医療機関情報、疫学情報、薬

剤調達及びロジスティクス情報との統合が行われていない。また、初期データの不備や機器に対

する情報量及びデータ管理面での制約、更に情報管理者がその意思決定に際し、情報を十分に活

用できていないといったことがあげられている。さらに、情報を活用し、効果的な政策決定につ

なげていくだけの行政能力の改善も必要である。 

 現在、パキスタンでは地方分権化の動きが盛んであり、中央政府から州政府及び県政府レベル

への権限委譲が進んでいる。それに伴い、保健に関するニーズも多様化し、州政府レベル以下で

の行政能力が問われる機会が増えることが予測される。かかる状況に対応できるHMIS及びそれを

活用できるだけの人材育成が今後ますます求められている。 

 

 以上のような背景から、パキスタンより出された要請に基づき、国家保健政策や貧困削減戦略

ペーパー（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP）を基調とした各ドナーとも協調を行いながら、

パキスタン４州を対象とした保健管理情報システムの整備に、開発調査のスキームにて取り組む

こととなった。 

 なお、我が国は対パキスタン援助協力方針に「社会セクター支援」を掲げており、これまで無

償資金協力により、ポリオ撲滅計画（1996年）、母子保健（Maternal and Child Health：MCH）セ

ンター建設計画（1996～1997年）、破傷風予防接種拡大計画（2000年）を行ってきたほか、技術協
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力プロジェクトとしてMCHプロジェクト（1996年６月～2001年６月）を実施してきた。現在は、

結核（Tuberculosis：TB）対策プロジェクト（2002年９月～）及び専門家派遣による予防接種拡

大支援（2001年12月～）や保健プログラム調整（2002年10月～）を実施中である。 

 

１－２ 事前調査の目的 

 本件調査にかかわるパキスタン側の実施体制、受入れ意志を確認し、現地踏査及び資料収集を

行い、本案件の方針や方法を検討する。その結果を受け、実施細則（Ｓ／Ｗ）、協議議事録（Ｍ／Ｍ）

の署名交換を通じ、相手側と調査方針を確認する。 

 

１－３ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 所 属 派遣期間 

安達  一 総 括 
国際協力事業団社会開発調査部 
社会開発調査第二課 課長 

７月27日～８月９日 

堀越 洋一 疾病サーベイランス 
国立国際医療センター国際医療協力局 
派遣協力課 医師 

７月27日～８月９日 

穂積 大陸 GIS 聖マリア病院国際協力部 医長 ７月27日～８月６日 

定本 ゆとり 医療協力 
国際協力事業団医療協力部 
医療協力第一課 職員 

７月27日～８月９日 

葦田 竜也 調査企画 
国際協力事業団社会開発調査部 
社会開発調査第二課 職員 

７月27日～８月９日 

渡辺 正美 保健医療情報システム 
計算力学研究センター技術一部 
コンサルタント 

７月27日～８月16日 

渡慶次 重美 医療制度 国際環境科学研究所 主任研究員 ７月27日～８月16日 

吉田 友哉 日米連携 米国国際開発庁保健局 連携調査員 ７月27日～８月９日 
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１－４ 調査日程 

月日 曜日 日 程 宿泊地 

７月27日 日 

GIS担当団員以外：成田（11：05発 JL717）→バンコク（15：30着） 

バンコク（17：30発 TG621）→カラチ（20：30着）カラチ泊 

GIS担当団員のみ：カブール→イスラマバード（７月27日以後より調査団員へ）

イスラマバード泊 

 

７月28日 月 

カラチ（７：00発 PK300）→イスラマバード（８：55着） 

午前 JICAパキスタン事務所、経済省（EAD）、保健省（次官補、Dr. Mursalin）

表敬 

午後 日本大使館、保健関連専門家協議 

イスラマバード 

７月29日 火 

午前 保健省、国家保健管理情報システム室（NHMIS Cell）、計画省表敬 

午後 米国国際開発庁（USAID）、世界保健機構（WHO）、国立衛生研究所（NIH）

意見・情報交換 

イスラマバード 

７月30日 水 

午前 人口福祉省（MOPW）、NHMIS Cell、各州保健管理情報システム（HMIS）

担当官、世界銀行（WB）意見・情報交換 

午後 USAID、イギリス国際開発庁（Df ID）、国連児童基金（UNICEF）意見・

情報交換 

イスラマバード発→ラホール着 

イスラマバード

ラホール 

７月31日 木 

午前 Sheikhupura県視察（EDO、DOH協議） 

各レファラルレベルの医療施設訪問 

イスラマバード発（陸路）→Gujrat県視察（EDO、DOH協議） 

各レファラルレベルの医療施設訪問 

ラホール 

８月１日 金 
午前 保健行政機関訪問 

午後 情報技術省、UNICEF（ラホール事務所）意見・情報交換 
ラホール 

８月２日 土 
午前 Sahiwal県、各レファラルレベルの医療施設視察（EDO、DOH協議） 

午後 ラホール発→イスラマバード着 
イスラマバード 

８月３日 日 団内協議 イスラマバード 

８月４日 月 Ｓ／Ｗ協議 イスラマバード 

８月５日 火 主要ドナー会議、各州（GIS団員のみ帰国 イスラマバード20：20発） イスラマバード 

８月６日 水 Ｓ／Ｗ協議、Ｓ／Ｗ、Ｍ／Ｍ準備、Ｓ／Ｗ、Ｍ／Ｍ提出 イスラマバード 

８月７日 木 Ｓ／Ｗ及びＭ／Ｍ調印 イスラマバード 

８月８日 金 

日本大使館、JICAパキスタン事務所報告 

官団員帰国：イスラマバード（19：30 PK381）→ラホール（20：20） 

ラホール発（23：50 TG506）→バンコク（翌６：20） 

イスラマバード 

 

官団員（機内泊） 

８月９日 土 バンコク（８：40 JL708）→成田（16：40）  

８月10日（日） 

～14日（木） 
現地踏査 イスラマバード 

８月15日 金 

JICAパキスタン事務所報告 

イスラマバード（19：30 PK381）→ラホール 

ラホール（23：50 TG506）→バンコク（翌６：20） 

イスラマバード 

８月16日 土 

 

バンコク（８：40 JL708）→成田（16：40） 機内泊 
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１－５ 相手国受入機関 

 当初の実施機関は、保健省・国家保健管理情報システム室〔National Health Management 

Information System (NHMIS) Cell〕であったが、協議の結果、保健省により強くコミットメントを

得るためにも保健省Senior Joint SecretaryのMr. Matiullah Khanを長とするカウンターパートチーム

の編成を求めた。チームには、NHMIS Cellのほか関係省庁や各州レベルの行政機関の関係者から

人員を募ることを求めた。 

 

１－６ 協議概要 

 事前調査団は2003年７月27日より調査を開始し、日本大使館、JICAパキスタン事務所、保健省

などを訪問して関係者からの情報を収集した。 

 ８月４日に保健省との協議を行い、８月７日に保健省のMr .Matiullah Khan、経済省（Economic 

Affairs Division：EAD）のMr. Muhammad Ashraf Khan、及び安達調査団長の間でＳ／Ｗ及びＭ／Ｍ

の署名、交換を了した。 

 協議の概要については以下のとおり。 

 

 (1) 調査名称 

 本調査の対象は、１次レベル保健医療施設を中心にした既存のNHMISのみならず、その他

のレベルの保健医療施設や保健セクターにおける情報システムも含むことから、調査名称を

次のとおり変更することで合意した（付属資料３．Ｍ／Ｍの「１.Title of the Study」参照）。 

  ・当初要請 

Development Study on Improvement of National Health Management Information System (HMIS) 

in Pakistan 

和文名は、「保健情報管理システム整備計画」 

  ・合意名 

The Study on Improvement of Management Information Systems in Health Sector in the Islamic 

Republic of Pakistan 

和文名は、「パキスタン国・保健管理情報システム整備計画」（Ｍ／Ｍの「１.Title of the 

Study」参照） 

 

 (2) 調査目的 

 各医療レベルでの情報ニーズに対応できる情報システムの構築、及び保健サービスマネー

ジメント向上のための国家アクションプランの策定、並びに本調査にかかわる人材への技術

移転を目的とする。 
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 (3) 調査対象の範囲 

 本調査はNHMISだけでなく、保健セクターにおけるその他の情報システムも調査対象とす

る（Ｍ／Ｍの「２.Clarification of management information systems covered in this study」参照）。 

 

 (4) 調査項目 

 調査フェーズは２つとし、調査項目についてはパキスタンとの協議、及び団内での検討を

踏まえて作成した修正案に対し、すべて理解が得られ合意した。主な調査項目は、付属資料

２．Ｓ／Ｗの「Ⅳ．SCOPE OF THE STUDY」参照。 

 

 (5) 調査期間 

 現状調査の範囲はパキスタン全土とし、約27か月間（当初要請は24か月間）とすることで

合意した（Ｓ／Ｗの「Ⅴ．SCHEDULE OF THE STUDY」参照）。 

 

 (6) 先方便宜供与事項 

 Ｓ／Ｗの「Ⅶ．UNDERTAKINGS OF THE GOVERNMENT OF PAKISTAN」(先方便宜供与)

に記載された事項については、基本的にすべて合意を得られた。 

 

 (7) 調査実施体制 

 円滑に調査を進めるために、以下のような調査実施体制をパキスタン側で設定することで

合意した（Ｍ／Ｍの「４．Management structure」を参照）。 

   1) カウンターパートチーム 

 保健省のSenior Joint Secretaryをリーダーとし、その他の部門や関係諸機関がメンバーを

決定し、本格調査の開始前までに組織される（Ｍ／Ｍ「４．(1)Counterpart team」参照）。 

   2) ステアリングコミッティ 

 パキスタン側政府関係機関、及び州政府関係諸機関の代表からなる本調査に係る合意形

成を図る最高機関として機能し、保健省Senior Joint Secretaryが議長を務め、本格調査開

始前までにパキスタン側にて組織される（Ｍ／Ｍ「４．(2)Steering committee」参照）。 

   3) ワーキング・グループ 

 カウンターパートチームのリードにより、各行政レベルの主に実務者レベルのメンバー

が加わり、スタディ・チームと協力して、技術的観点からの議論及び提案を行う役割を果

たす。特に、地理的に広範なパキスタン全土の要望を効率的に吸い上げ、またHMISのユー

ザーの立場からその活用方法を検討し、意見調整を図る役割を担う。 
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 (8) 調査の進行に関する共通認識の位置づけ 

 本格調査フェーズⅠにて、フレームワーク及び基本設計の段階で合意形成がなされない場

合は、調査を次の段階へは進めないことを合意した（Ｍ／Ｍ「５．Necessity of endorsement」

参照）。 

 

 (9) National Health Information Resource Center（NHIRC）への支援 

 NHMIS Cellにより予算計画書（PC-１）にて予算申請が出され、パキスタン内で承認され

ているNHIRC設立へのロジスティックの支援は、本調査では行わないことを合意した（Ｍ／

Ｍ「６．Supporting to the National Health Information Resource Center」参照）。 

 

 (10) NHMIS Cellを中心に進められている指標決定作業への支援 

 現在NHMIS Cellによって進められているNHMISの指票改定作業への支援は、本調査におい

ては行わず、本調査での指標決定作業と同時並行となることを妨げないものとする点を合意

した（Ｍ／Ｍ「７．Support to revision process of current NHMIS indicators」参照）。 

 

 (11) カウンターパートへの研修 

 パキスタン側より要請のあった他国でのカウンターパートに対する研修は、調査団が日本

へもち帰り検討することを、パキスタン側に対し約束した（Ｍ／Ｍ「８．Counterpart Training」

参照）。 

 

 (12) 報告書 

 本調査の過程で作成される報告書は公表とし、その使用言語は主として英語とすることで

合意した（Ｍ／Ｍ「９．Reports」参照）。 

 

なお、その他の訪問先における協議概要は、付属資料５．主要面談者リストの議事録を参照。 
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第２章 対象地域概要 
 

２－１ パキスタンの概要 

パキスタン一般概況 

正式国名 パキスタン・イスラム共和国 
（Islamic Republic of Pakistan） 

独立年月日・旧宗主国 1947年８月14日 英国 

政 体 連邦共和制 

元 首 パルヴェーズ・ムシャラフ大統領 

位 置 北緯23.3～36.45度、東経61～75.3度 

面 積 79万6,096km2（日本の約2.1倍） 

首 都 イスラマバード 

人 口 １億4,596万人（2002年６月）（年人口増加率2.16％） 
（パキスタン・経済白書） 

民 族 パンジャブ人（53％）、パターン人（16％）、シンド人（13％）、バル
ーチ人（４％）など 

言 語 ウルドゥー語（国語）、英語（公用語） 

宗 教 イスラム教徒（97％）、ヒンドゥー教徒（1.5％）、キリスト教徒（1.3％）、
ゾロアスター（拝火）教徒（0.2％） 

略 史 1947年   英領インドより独立 
1948年   第１次インド・パキスタン戦争 
1952年   日本・パキスタン国交樹立 
1965年   第２インド・パキスタン戦争 
1971年   第３インド・パキスタン戦争 
1999年   無血クーデター 
2002年10月 総選挙 
2002年11月 ジャマリ新政権発足 

出典：http://www.mofa.go.jp/mofai/area/pakistan/data.html 

      http://www.jica.go.jp/ninkoku/pak/pakgcond.html 

 

２－２ 自然、文化、習慣 

 ２－２－１ 自 然 

  (1) 国土の概要 

 日本の約2.1倍の国土（面積79万6,096km2）をもち、アフガニスタン、イラン、インドな

どの国と接し、中近東地域と南アジア地域を結ぶ重要な位置（北緯23.3～36.45度、東経

61～75.3度）を占めている。北辺にはヒマラヤ山系のＫ２を主峰とするカラコラム山脈

と、トリッチミルを主峰とするヒンズークシ山脈が立ちはだかる。国土の中央を南北に縦

断するようにインダス川とチェナブ川が流れ、南部には北回帰線が走っている。パキスタ
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ンはシンド州、パンジャブ州、北西辺境州、バロチスタン州からなり、主要都市にはシン

ド州州都で商業港都市でもあるカラチ、ムガール王朝から続く文化都市でパンジャブ州州

都のラホール、北西辺境州内には三蔵法師がガンダーラに関して記述した地域にある州都

ペシャワールがあり、カイバル峠からアフガニスタン国境は指呼の間にある。 

 

  (2) 気 候 

 亜熱帯気候に属しながら一般に高温で乾燥しており雨量も少ない。また、地域により異

なるが、６月～７月に猛烈な砂嵐が吹き、それと前後して雨期（モンスーン季）に入り、

９月は快晴の日が続いて、10月～11月は清涼な季節となる。山岳部と寒い冬を除いて、平

均気温が27℃で、カラチでは通常気温が13～34℃となり、わずかに雨が降る。 

 

 ２－２－２ 文化、習慣 

  (1) 文 化 

 約4500年前に、パキスタン南部にモヘンジョ・ダロを中心としたインダス文明が起こり、

また北部地方ペシャワール周辺では紀元前３～４世紀頃から紀元６～７世紀ごろまでガ

ンダーラ文明が栄えた。東西交易の要衝であったこの地は文化の融合を生み、北部ガンダ

ーラを中心に、紀元前後、仏教文化とヘレニズム文化が融合されて独特の仏教美術が繁栄

した。これはガンダーラ美術と呼ばれ、仏陀の姿を初めて表現したことで知られる。 

 ７世紀前半からのイスラム教徒の侵攻によるイスラム王朝の台頭と、16世紀以降のイス

ラム最大であったムガール帝国時代のイスラム文化の浸透は、19世紀以降の英国植民地支

配に到るまで続いた。第２次世界大戦後、インドの独立にあたってイスラム教徒がヒンド

ゥー教徒から分離し、パキスタン回教国（当時は現バングラデシュを含む）を創設したこ

とにより、長年の多民族によるインド・イスラム文化が根底に流れる国家が形成された。 

 

  (2) 習 慣 

 宗教が人々の生活習慣に大きく影響している。イスラムとは、「服従する」という意味

である。アッラーが唯一の神であり、コーラン（経典）に印された規範に無条件に従うも

のとされている。この規範のなかで特に重要とされているのが、①信仰告白（シャハード）、

②礼拝（サラート）：１日５回メッカの方角に向かって祈る、③喜捨（ザカード）：もてる

財産の一部を貧困者、孤児、巡礼等に分ち与える、④断食（ラマダン）：イスラム太陰暦

の第９月に30日間、日の出から日没まで飲食を断つ、⑤巡礼（ハッジ）：一生に一度はメ

ッカを訪れ、カーバ神殿に詣でる。巡礼のシーズンはラマダンの２か月後の巡礼月（ズー

ル・ヒッジャ）である。 
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 インドからの独立後もカースト制が温存され、女性の社会的隔離である「バルダ」とい

う宗教的因習・規則があり、女性に対する差別が大きく、平等な市民としての女性の立場

に影響を与えている。 

 

２－３ 政治、経済 

 ２－３－１ 政 治 

  (1) 政 体 

 パキスタンの行政区分は、シンド州、パンジャブ州、バロチスタン州及び北西辺境州の

４州からなる連邦制のイスラム主義に基づく共和政体である。国家元首である大統領の任

期は５年で、首相及び閣僚を任命し、上下両院（下院は任期６年、直接選挙で選出。上院

は任期４年、２年ごとに半数改選、間接選挙で選出）と４州議員の間接選挙で選出される

制憲議会である。 

 

  (2) 外 交 

 非同盟国やイスラム諸国との連帯を重視しつつ、インドとの対抗上、中華人民共和国と

の関係を重視し、西側諸国との友好関係を強化する路線をとっている。2001年９月に起き

たアメリカ合衆国の同時多発テロ事件に際しては、アメリカ合衆国をはじめとする国際社

会に全面協力を表明した。 
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 ２－３－２ 経 済 

経済指標 

主要産業 農業、綿工業 

GNP（名目） 596億2,000万USドル（2000／2001年） 

１人当たりGNP 429USドル（2000／2001年） 

実質経済成長率 5.4％（2001／2002年） 

消費者物価上昇率 2.6％（2001／2002年、当初10か月） 

失業率 7.82％（2001／2002年） 

外貨準備高 41億3,000万USドル（2002年５月末、中央銀行） 
（2001年６月の21億USドルから急増） 

総貿易額 
（2001／2002年） 

輸出：73億2,000万USドル（前年比1.8％） 
輸入：82億5,000万USドル（前年比6.9％） 

主要貿易品目 
（2001／2002年） 

輸出：綿花関連製品、皮革製品、合成繊維衣料品、米 
輸入：石油製品、機械類、化学品、鉄鋼、食用油 

主要貿易相手国 
（2001／2002年） 

輸出：アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、英国、香港、ドイツ 
輸入：アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、日本、アメリカ

合衆国 

通 貨 パキスタン・ルピー 

公定為替レート １USドル＝59.13ルピー（2002年10月２日現在） 

経済概況  ムシャラフ政権は、史上最悪の旱魃の影響により産業・経済界に多大な
損失を受けながらも、疲弊した経済の再生に取り組み、IMF主導の緊縮財
政を誠実に履行した。国際金融機関やドナーの信頼を取り戻すことに成 
功した。 
 アメリカ合衆国の同時多発テロ事件は、パキスタン製品の注文取り消 
しや輸送コストの大幅増加等により、貿易面で深刻な影響を及ぼしたが、
国際社会と協調してテロと戦うパキスタンに、多くの国が財政支援等を表
明した。また2001年12月には、約13億USドルのIMF融資の承認を受け、パ
リクラブで約125億USドルを対象債権とする寛大な条件での公的債務の
繰延が合意された。 
 農業の回復、輸出増加の見通しから、2002年度も好調となる見通しであ
る。 

出典：http://www.mofa.go.jp/mofai/area/pakistan/data.html 
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第３章 パキスタンの保健医療分野に係る現状 
 

３－１ 一般医療概況 

 ３－１－１ 人口動態 

 2003年のパキスタンの人口は、１億4,903万人と推計（人口センサス機構）されている。年平

均人口増加率は、2.93％である。 

 都市部と農村部との人口割合は前者が61％に対して、後者が39％である。 

 人口動態統計の推移（表３－１－１）から、全人口、人口密度は増加しており、粗出生率、

粗死亡率、乳児死亡率は減少傾向にある。妊産婦死亡率は依然高い値のままで推移している。 

 

表３－１－１ 人口動態統計の推移 

指 標 単 位 1998年*1 2003年*2 
全人口 千人 130,600 149,030 
人口密度 人/km2 164 187.2 
都市部人口 千人 43,036 90,920 
農村部人口 千人 89,316 58,120 
合計特殊出生率  5.0 4.3 
粗出生率 人口千対 33.5 27.3 
粗死亡率 人口千対 9.5 8 
平均寿命 歳 62 63 
乳児死亡率 出生千対 90 83 
妊産婦死亡率 出生十万対 300-400 350-435 
出典：*1 Pakistan Human Condition Report 2002, CRPRID, 2003 

   *2 Economic Survey 2002-2003 Finance Division, Economic Adviser’s Wing, 2003 

 

 ３－１－２ 州別人口の分布 

 州別人口は、パンジャブ州（56％）とシンド州（23％）に集中し、全人口の８割を占めている。 

 人口密度の高い州・特別区は、イスラマバード（1,148人/km2）、パンジャブ州（403人/km2）

であり、逆に、人口密度の低い州は、バロチスタン州（21人/km2）である（表３－１－２）。 

 

表３－１－２ 州、特別区別人口及び人口密度（2003年） 

州及び特別区 人口（千人） 人口密度（人/km2） 

パンジャブ州 
シンド州 
バロチスタン州 
北西辺境州 
連邦政府直轄部族地域 
イスラマバード 

82,710 
34,240 
7,450 
20,170 
3,420 
1,040 

403 
243 
21 
271 
126 

1,148 
全 国 149,030 187 

出典：Economic Survey 2002-2003 Finance Division, Economic Adviser’s Wing, 2003 
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 ３－１－３ 出生、平均寿命及び死亡 

 2003年において、粗出生率は27.3（人口千対）、合計特殊出生率は4.3、平均寿命は63歳、粗

死亡率は８（人口千対）、乳児死亡率は83（出生千対）、妊産婦死亡率は350～435（出生10万対）

である（Economic Survey 2002～2003）。 

 

 ３－１－４ 保健の概況 

  (1) 保健状況 

 2001年のパキスタン、近隣諸国（インド、バングラデシュ）の人口、衛生及び保健関連

指標（表３－１－３）によると、パキスタンの粗出生率、合計特殊出生率、乳児死亡率、

５歳未満児死亡率は、３か国のなかで最も高く、産前ケア受診率、避妊法の普及率、BCG

を除く予防接種率は３か国のなかで最も低い。さらに、パキスタンにおいて適切な衛生施

設を利用する人の比率は３か国のなかで最も高く、都市部で特に顕著である。 

 南アジア５か国における1995年と2000年の保健指標（表３－１－４）を比較してみると、

1995年には、パキスタンがバングラデシュやネパールより乳児死亡率、乳幼児死亡率が低

かったにもかかわらず、2000年では南アジア５か国中最も劣悪な水準にある。 

 

表３－１－３ パキスタン、近隣諸国の人口、衛生及び保健関連指標 
各種指標 対象年 単 位 パキスタン インド バングラデシュ 

人 口 2001 千人 144,971 1,025,096 140,369 
粗出生率 2001 ／人口千 37 25 31 
粗死亡率 2001 ／人口千 10 9 9 
合計特殊出生率 2001  5.2 3.1 3.6 
人口の年間増加率 1990～2001 ％ 2.5 1.8 2.2 
平均寿命 2001 歳 60 64 60 

人
口
指
標 
都市人口の年間平均増加率 1990～2001 ％ 3.4 2.6 4.6 
改善された水源を 都市 
利用する人の比率 農村 

2000 
2000 

％ 
％ 

95 
87 

95 
79 

99 
97 

衛
生
指
標 

適切な衛生施設を 都市 
利用する人の比率 農村 

2000 
2000 

％ 
％ 

96 
43 

61 
15 

71 
41 

乳児死亡率 2001 ／出生千 84 67 51 
5歳未満児死亡率 2001 ／出生千 109 93 77 
低出生体重児率 1995～2000* ％ 21X 26 30 
予防接種率 BCG 
（１歳児） DPT 
 ポリオ 
 麻疹 

2001 
2001 
2001 
2001 

％ 
％ 
％ 
％ 

78 
56 
58 
54 

73 
64 
70 
56 

94 
83 
83 
76 

妊産婦死亡率 1985～2001* ／出生10万 - 37 400 
産前ケア受診率 1995～2000* ％ 28 77 40 
保健員の介助下での分娩 1995～2000* ％ 20 - 12 
避妊法の普及率 1995～2001* ％ 17 73 54 

保
健
関
連
指
標 

成人AIDS有病率 2001 ％ 0.11 0.79 0.1以下 

*：データが指定の期間内に入手できる最新年のものであり、-：データなしを示す。 
X：データが指定の年次や期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、あるいは国内の一部の地域のもので
あることを示す。 

出典：「世界子供白書」（2003）、UNICEF（2003） 
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表３－１－４ 南アジア５か国における1995年と2000年の保健指標 

粗死亡率 乳児死亡率 低出生体重児（％） ５歳未満児死亡率 
 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 

パキスタン 
バングラデシュ 
インド 
ネパール 
スリランカ 

9 
11 
10 
13 
6 

8 
9 
9 
11 
9 

94.6 
106 
80 
96 
17 

85 
54 
69 
72 
17 

30 
34 
30 
26 
22 

25 
30 
26 
21 
17 

137 
115 
115 
114 
- 

100 
82 
96 
99 
- 

出典：Pakistan Human Condition Report 2002, CRPRID, 2003 

 

  (2) 疾病構造 

 世界保健機構（WHO）と国家保健管理情報システム（NHMIS）が、2001年に４州〔パン

ジャブ州、シンド州、バロチスタン州、北西辺境州（Northern West Frontier Province：NWFP）〕

とアーザード・ジャム・カシミール地方（Azad Jammu & Kashmir：AJK）の20か所の医療施

設で死亡した患者２万1,916人の死因を分析した結果を報告する。 

    1) 病院内での全死因 

 全体の死因を６つのカテゴリに分類した結果（表３－１－５）、非感染症（46％）が最

も多く、次いで、感染症（33％）、周産期に拠るもの（10％）であった。 

 男女の割合は、男性が59％、女性が41％を占めていた。 

 国際疾病分類（International Classification of Diseases：ICD）－ 10分類による死因のうち、

最も多いのは、循環器系疾患（3,710人、16.9％）、次いで消化器系疾患（2,111人、9.6％）、

周産期に拠るもの（1,291人、5.9％）であった（表３－１－６）。 

    2) 病院内での乳児の死因（表３－１－７） 

 乳児で最も多い死因は、新生児黄疸（706人、22％）であり、次いで、無酸素脳症（445

人、14％）、低体重児・未熟児（312人、10％）であった。 

    3) 病院での幼児の死因（１～４歳）（表３－１－８） 

 １～４歳までの幼児で最も多い死因は、肺炎・急性呼吸器感染症（Acute Respiratory 

Infection：ARI）（154人、22％）であり、次いで、下痢性疾患（96人、14％）、髄膜炎（81

人、12％）であった。 

 
表３－１－５ ６つのカテゴリごとの死因及び割合 

死 因 割 合 

非感染症 
感染症 
周産期に拠るもの 
障 害 
出産に拠るもの 
栄養に拠るもの 

46％ 
33％ 
10％ 
8％ 
2％ 
1％ 

            出典：Causes of Deaths as Reflected by Hospital Records in Pakistan, 

               WHO & NHMIS, 2003 
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表３－１－６ ICD－10分類による死因及び人数 

順位 死 因 人数（割合） 順位 死 因 人数（割合） 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 

循環器系疾患 
消化器系疾患 
周産期に拠るもの 
寄生虫感染症 
泌尿器系疾患 
呼吸器系感染症 
不慮の事故 
髄膜炎 
呼吸器系疾患 
結 核 

3,710（16.9） 
2,111 （9.6） 
1,291 （5.9） 
1,270 （5.8） 
1,115 （5.1） 
970 （4.4） 
956 （4.4） 
759 （3.5） 
742 （3.9） 
620 （2.8） 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

不慮ではない事故 
糖尿病 
神経系疾患 
悪性新生物 
下痢疾患 
B型・C型肝炎 
妊娠、分娩及び産じょく 
不明 
マラリア 
子どもに関連した疾患* 

579（2.6） 
496（2.3） 
416（1.9） 
390（1.8） 
378（1.7） 
355（1.6） 
266（1.2） 
233（1.1） 
221（1.0） 
199（0.9） 

 *：破傷風、ジフテリア、はしかなどが含まれている。 

 出典：Causes of Deaths as Reflected by Hospital Records in Pakistan, WHO & NHMIS, 2003にある表７をまとめたもの 

 

表３－１－７ 病院での乳児の死因及び人数 

死 因 人数（割合） 

新生児黄疸 
無酸素脳症 
低体重児・未熟児 
肺 炎 
出生時外傷 
その他 

706（22） 
445（14） 
312（10） 
248（ 8） 
234（ 8） 

3,157（36） 

          出典：Causes of Deaths as Reflected by Hospital Records in Pakistan,  

             WHO & NHMIS, 2003  

 

表３－１－８ 病院での幼児の死因及び人数 

死 因 人数（割合） 

肺炎・急性呼吸器感染症（ARI） 
下痢性疾患 
髄膜炎 
黄 疸 
その他 

154（22） 
96（14） 
81（12） 
63（9.0） 
107（15.3） 

          出典：Causes of Deaths as Reflected by Hospital Records in Pakistan,  

             WHO & NHMIS, 2003 

 

３－２ 保健医療組織体制 

 ３－２－１ 保健医療行政及び保健予算 

  (1) 中央保健医療行政 

 保健医療行政の統括官庁は、保健省であり、最高責任者は保健大臣である。保健次官の下

に保健長官、National Institute of Hygiene（NIH）所長兼長官、Pakistan Institute of Medical Science

（PIMS）所長兼長官、財務長官がいる。保健長官の下に、国家プログラム〔予防接種拡大プ
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ログラム（Expanded Programme on Immunization：EPI）、マラリア、ヒト免疫不全ウイルス／

後天性免疫不全症候群（HIV/AIDS）、結核、Family Planning／Primary Health Care（FP／PHC）〕

の長、健康教育アドバイザー、看護教育アドバイザーなどがいる（付属資料１．Ｔ／Ｒ）。 

 保健省は、国家全体の保健政策の企画及び立案、保健分野における海外援助などの外交

折衝、医師の卒後教育と専門教育の実施、医薬品の管理、感染症対策（EPI、結核、マラリ

ア等）、国立病院と国立医科大学及び国立研究機関の管理・運営などを行う。実際の保健

医療行政運営は主として、州・District保健局の責任である。 

 

  (2) 地方保健医療行政 

 地方の保健医療行政府は、４つ（パンジャブ、シンド、パロチスタン、北西辺境州）の

州（Province）があり、特別行政区として、イスラマバード連邦首都区（Islamabad Capital 

Territory：ICT）、７つ（バージョール、モフマンド、ハイバル、クッラム、オーラクザイ、

北ワズィーリスターン、南ワズィーリスターン）の連邦政府直轄部族地域（Federally 

Administered Tribal Areas：FATA）、政府保護下のアーザド・ジャム・カシミール地方、連

邦政府直轄下の北部地域（Northern Areas：NA）がある。 

 今回視察・訪問したパンジャブ州全体の保健医療行政を担う州保健局（Directorate 

General of Health Services：DGHS）には、総局長の下に、６つの局（BHS、EPI、CDC、

MCH／RH、計画・評価、関連機関）がある（付属資料４）。州保健局の主な機能と権限は、

人材の採用・配置・研修、州全体の予算運用及び保健プログラムの計画・立案、州病院の

管理・運営などである。さらに、パンジャブ州州保健局は、州の計画・開発部局の承認を

得た4,000万円まで（上限金額が州によって多少異なる）の開発プロジェクトの具体的な

内容を計画し、プログラムなどの実施も行っている。 

 州の下にDistrictがあり、その下には、Tehsil／Unionがある。Unionは10か所前後の村が

単位となっている。 

 パンジャブ州の各Districtには、Nazimと呼ばれる議会で選出された区長の下に、District 

Coordination Officer（DCO）、さらに、保健担当のExecutive District Officer（EDO）がいる。

地方分権化が推進され、１次・２次レベルの保健医療施設の管理・運営、保健医療サービ

スの提供、予防活動の実施、保健教育のモニター、予算分配などの権限と責任が州から

Districtへと委譲されている （付属資料２．Ｓ／Ｗ）。 

 Tehsil／Unionレベルでは、Tehsil保健オフィサー、Union保健オフィサーが医薬品の管理、

Tehsil病院の監督、Basic Health Unit（BHU）とRural Health Center（RHC）の監督を実施し

ている（付属資料２．Ｓ／Ｗ）。 

 なお、州ごとに行政の組織図、敬称が多少異なり、今回はパンジャブ州のみの情報しか
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詳細に入手していない。 

 

 州・特別区別のDistrict数､Tehsil数、Union数などを表３－２－１に示した。 

 

表３－２－１ 州・特別区別のDistrict数､Tehsil数、Union数及びVillage数（2001） 

州・特別区 District数 Tehsil数 Union数 Villages数 
パンジャブ 
シンド 
バロチスタン 
北西辺境州 
アーザード・ジャム・カシミール地方 
連邦政府直轄部族地域 
北部地域 
イスラマバード連邦首都区 

34 
20 
22 
24 
7 
13 
5 
1 

119 
88 
116 
60 
18 
42 
20 
1 

2,481 
624 
359 
655 
180 
13 
107 
12 

25,873 
5,875 
6,584 
7,326 
1,653 
2,559 
566 
132 

合 計 126 464 4,431 50,568 
    出典：Annual Report of Director General Health 2000-2001, MOH, 2002 

 

  (3) 保健予算 

 2002～2003年度の保健医療分野の支出総額（表３－２－２）は、288億ルピー（日本円

にて576億円）であり、そのうち経常支出（一般管理費、軍事費、債務支払いを含む）が

222億ルピー（77.1％）、開発支出（インフラや公企業への投資等）が66億ルピー（22.9％）

である。GNPに対する割合は南アジアで0.9％、他の低所得国で平均1.2％に対して、パキ

スタンでは0.7％で依然と低い。 

 国から支給された予算は、州の財務部局からDistrictの財務部局へ支給されている。ただ

し、国家保健プログラムなどの予算は３か月ごとに州の保健局からDistrictの保健局に支給

されている。 

 パンジャブ州における2002～2003年度の予算は、およそ103億ルピー（日本円にて206億

円）であり、経常支出が95億ルピー、開発支出が８億ルピーである。 

 

表３－２－２ 保健分野の政府支出、前年度比伸び率及びGNPに占める割合 

政府支出（単位：百万ルピー） 
年 度 

経常支出（％） 開発支出（％） 合 計 
前年度比 
伸び率（％） 

GNPに占め
る割合（％） 

1995～1996 
1996～1997 
1997～1998 
1998～1999 
1999～2000 
2000～2001 
2001～2002 
2002～2003 

10,614 (64.9) 
11,857 (64.6) 
13,587 (69.1) 
15,316 (73.6) 
16,190 (73.3) 
18,337 (75.5) 
18,717 (73.7) 
22,205 (77.1) 

5,741 (35.1) 
6,485 (35.4) 
6,077 (30.9) 
5,492 (26.4) 
5,887 (26.7) 
5,944 (24.5) 
6,688 (26.3) 
6,609 (22.9) 

16,355 
18,342 
19,664 
20,808 
22,077 
24,281 
25,405 
28,814 

35.3 
12.2 
7.2 
5.8 
6.1  
9.9 
4.7 
13.4 

0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 

    出典：Economic Survey 2002-2003 Finance Division, Economic Adviser’s Wing, 2003  
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 ３－２－２ 国家保健政策 

 2001年に発表されたパキスタンの国家保健政策（National Health Policy 2001）における国家

的視点は、“Health For All”のアプローチに基づいている。保健政策は、危険な疾病から国民

を守り、公衆衛生を推進し、治療ケア施設を増強する戦略を実行することを目的としている。 

 国家保健政策で掲げる重点分野10項目及びそれらの目標は、下記のとおりである。 

 

  (1) 感染症の削減 

   ・予防接種カバー率を2004年までに85％、2010年までに100％までに達成させる。 

   ・2003年までにポリオ患者の減少、2005年までにWHOによるポリオ根絶を宣言する。 

   ・Ｂ型肝炎ワクチン接種を2002年までに70％のDistrictにて実施、2003年までに100％、年

間1,730万人に５年間予防接種を実施する。 

   ・2005年までに結核のDirectly Observed Treatment Short Course（DOTs）をすべてのDistrict

にて実施、発見率を70％、治癒率を85％まで達成させる。 

   ・2010年までにマラリア患者を半減、熱帯熱マラリアを全感染者の40％以下までに達成さ

せる。 

 

  (2) 適切な１次・２次レベルの保健医療サービスの提供 

   ・2005年までに10万人のLady Health Worker（LHW）の採用及び研修を実施する。 

   ・2002年までにRHC/BHUに関する現状調査を終了する。 

   ・５年間で58か所のDistrict病院と137か所のTehsil病院を増強する。 

 

  (3) Districtでの保健システムでの専門かつ管理機能の強化 

   ・Districtレベルの保健行政の強化とポストの空きをなくす。 

 

  (4) ジェンダー格差の是正 

   ・2005年までに10万人のLHWを動員させる。 

   ・看護師数を2005年までに２万3,000人から３万5,000人に、2010年までに５万5,000人に増

やす。 

 

  (5) 対象となる住民への基礎的な栄養問題の解決 

   ・2001年の25％の低体重児を2010年までに12％に減少させる。 

   ・年間ほぼ3,000万人の子どもにビタミンＡ錠剤を投与する。 
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  (6) 都市部の保健医療セクター格差の是正 

   ・すべての医科大学・専門病院にてDistrict病院／Tehsil病院、１次レベル保健医療施設で

の研修・実習を徹底させる。 

   ・新卒医師の地方勤務を義務づける。 

 

  (7) 民間の保健医療セクターへの適切な法的制度の導入 

   ・サービス、施設の設備に一定の規定を導入する。 

 

  (8) 一般大衆への公衆衛生上必要な情報の提供 

   ・一般大衆への健康教育の普及のためマス・メディアを活用する。 

   ・LHWを活用する。 

   ・NGO、地域社会の参加を促進させる。 

 

  (9) 医薬品における品質管理や適切な流通を図る 

   ・医薬品の有効性、供給能力、質管理のための改善を推進する。 

 

  (10) 保健行政モニタリングのための能力強化 

   ・それぞれのレベルでの保健行政のモニタリング能力を強化する。 

 

 さらに、今後目標とされる保健分野の保健指標を表３－２－３に示した。 

 

表３－２－３ 目標とされる保健分野の保健指標 

保健指標 2000年 現 状 2004年 2010年 
乳児死亡率（／出生千） 
５歳未満死亡率（／出生千） 
子どもへの定期予防接種率 
ポリオ患者報告例 
最低１回破傷風ワクチン接種した妊婦の割合 
産前ケア受診率 
訓練された保健スタッフ介助下での分娩 
就学前乳幼児の低栄養罹患率 
低出生体重児 
避妊法の普及率 
妊産婦死亡率（／10万出生） 
結核DOTsカバー率 
LHWカバー率 
１次レベルの保健医療施設の一日利用率 
５種類のワクチン在庫完備率 
１次レベルの保健医療施設での避妊薬利用率 

90 
111 
51％ 
199 
39％ 
31 
19 

39％ 
25％ 
27％ 
400 
25％ 
45％ 
34 

26％ 
68％ 

82 
105 
53％ 
21 

46％ 
35 
24 

37％ 
不明 
30％ 
350 
55％ 
60％ 
36 

28％ 
72％ 

65 
82 

80％ 
HIL  
55％ 
50 
25 

35％ 
20％ 
39％ 
300 
50％ 
85％ 
48 

30％ 
72％ 

55 
- 

100％ 
NIL  
- 
- 
- 

20％ 
12％ 
50％ 
180 
60％ 
100％ 

- 
- 
- 

  出典：Progress on Agenda for Health Sector Reforms 2003, MOH, 2003  
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 ３－２－３ 国家政策に対する投入内容とその成果 

  (1) 感染症の削減 

    1) EPI 

 7,200万USドルのGlobal Alliance for Vaccines & Immunization（GAVI）からの資金支援（ワ

クチン、インフラ整備ほか）、WHOによる患者発見・報告サーベランスシステムの技術

支援、全国統一防疫日（National Immunization Day：NID）キャンペーンには、イギリス

国際開発省（Department for International Development：Df ID）、JICA、米国疾病対策セン

ター（Center for Disease Control：CDC）、UNICEF、WHO、国際NGOなどからのワクチ

ンや注射針の支援が実施されている。その成果として、1997年に1,147人のポリオの新患

発生が、2000年には199人に激減し、2002年に85人、今年2003年５月末までに21人が報告

されているのみである。 

 定期的なEPIの活動のなかに、妊婦と新生児への破傷風の予防接種、更に1999年から乳

児へのＢ型肝炎の予防接種が実施されている。 

 ７つのEPI対象疾患（ポリオ、ジフテリア、百日咳、結核、破傷風、はしか、B型肝炎）

の接種カバー率は60％であり、2005年までに80％を目標としている。その方策として、

４万人のLHWを訓練することによって、彼女らによる予防接種を期待している。 

    2) 結核対策 

 DOTsが2000年に導入され、2005年までに全国展開をめざしている。さらに、2010年ま

でに結核の罹患と死亡を半減する計画であり、Df ID、JICA、USAIDなどの支援によって、

7,000人以上にも及ぶ医療従事者に対する研修が既に実施された。 

    3) マラリア対策 

 12か所のDistrictにて薬剤耐性に関する調査が実施され、マラリアが高頻度に発生する

40か所のDistrictの１次レベルの保健医療施設に対して、医薬品、検査器具、車両などが

供与された。また、各州で検査技師への研修が実施されている。 

    4) HIV/AIDS対策 

 AIDS予防啓発活動の一環として、マス・メディアを通じてキャンペーンが実施された。

1986年以来、47か所のサーベイランス・センターにおいて、3,648万人のHIV/AIDSのス

クリーニングテストが行われ、1,765人のHIV陽性患者、233人のAIDS患者が報告されて

いる。引き続き現状調査が実施されている。 

 

  (2) 適切な１次・２次レベルの保健医療サービスの提供 

    1) １次レベルの保健医療サービスの提供 

 FPとPHCを促進するために、LHWは1999年の４万人から2003年には６万人の増員、
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LHWを訓練・監督するためのLady Health Supervisors（LHS）は、1999年の1,200人から

2003年には2,000人の増員が実施された。 

 現在、LHWの活動内容及びその成果は、下記のとおりである。 

    ・NIDキャンペーンでのポリオワクチン投与（3,000万人の乳幼児のうち、17％に相当す

る500万人に投与） 

    ・1999年からLHWも参加した破傷風削減予防接種キャンペーンの実施（500万人の妊婦

のうち、90％に相当する450万人に接種） 

 さらに、DOTs推進、栄養指導（詳細は本項(5)を参照）、Acute Flaccid Paralysis（AFP）

サーベイランス報告、安全な母性活動が含まれている。 

 LHWの活動に対する評価がDf IDによって実施され、Df IDは彼女らの活動を高く評価で

きるとしている。評価できる根拠として、避妊普及率がLHWの活動の結果24％から35％

まで増え、乳児死亡率、妊産婦死亡率もわずかに減少してきていることをあげている。 

 そのほかに、BHUとRHCの強化として、男女の医師の同時配置を実施し、女性患者の

受診率の向上を図っている。 

    2) ２次レベルの保健医療サービスの提供 

 District病院とTehsil病院の施設を改善し、機能を強化している。シンド州では、District

病院とTehsil病院に６人の保健行政分野の専門医師を置き、11か所のDistrict病院と44か

所のTehsil病院の機能増強を計画している（6,600万円を計上している）。また、パンジ

ャブ州と北西辺境州ではDistrict病院の専門医を再雇用し、バロチスタン州では、District

レベルでの医師のポストを再分配している。 

 

  (3) Districtでの保健システムでの専門的な行政管理能力の強化 

 PHCの実施とDistrict病院の管理のためにEDOの権限を強化している。さらに、地方分権

を推進し、Districtレベルの行政管理の研修を実施している。また、保健省は、保健省直轄

の医科大学（College of Physicians & Surgeons of Pakistan, Karachi：CPSP、Jinnah Post Graduate 

Medical Center, Karachi：JPMC）、病院（Federal Government Services Hospital, Islamabad：

FGSH）、及び研究所（Pakistan Institute of Medical Science , Islamabad：PIMS、National Institute 

of Child Health, Karachi：NICH、National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi：

NICVD、National Institute of Handicapped, Islamabad：NIHd、Pakistan Medical & Dental Council, 

Islamabad：PMDC、Health Sercices Academy, Islamabad：HSA）などで行政管理部門での人

材育成を実施している。 

 

 



－21－

  (4) ジェンダー格差の是正 

 ・アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）の資金提供（76億円）で、Women Health 

Project（WHP）（第４章参照）を通して、「女性にやさしいDistrict」という概念を基に、

2006年までに20か所のDistrictにて各プログラム（FPとPHCへの支援、看護職の地位向

上、人材開発、産科サービスの強化など）を開始する予定である。また、Reproductive 

Health Project（RHP）を通して、ジェンダー格差の是正の試み（管理職のポストを女

性に優先することなど）が34か所のDistrictで実施されている。 

 ・ 国家人材開発コミッション、JICA、WB、国連人口基金（United Nations Population Fund：

UNFPA）の支援で、２万5,000人の女性の助産師の研修がここ５年間で推進される予定

である。 

 

  (5) 対象となる住民への基礎的な栄養問題の解決 

 ・対象となる住民は、子ども、女性、貧困層である。 

 ・1999年にビタミンA補給が開始され、生後６か月～５歳児を対象にNIDキャンペーン 

に6,000万円が提供されている。 

 ・National Nutrition Surveyが2001～2002年で実施され、世界食糧計画（World Food 

Programme：WFP）の支援で、５万kgの食用油が供与された。 

 ・LHWによる栄養に関する健康教育、妊婦や子どもへ鉄分、ビタミンA錠剤が提供され

ている。 

 ・甲状腺腫の解決策として、ヨウ素入り食塩がNGO、UNICEF、食塩製造所の協力によ

って推進され、1994年４％のヨウ素入り食塩の製造が2003年には40％までに延びた。

LHWによるヨウ素入り食塩の利用が地域住民へ推奨され、浸透している。 

 

  (6) 都市部の保健セクター格差の是正 

 ・2002～2003年には保健分野の政府開発プログラムの割り当ての64％が、１次レベル保

健医療施設と農村部の保健サービスに提供されている。 

 ・農村部と都市部でのスラムの人々のために10万人のLHWの採用を計画している。現 

在、7,000人のLHWの研修が終了し、2005年までに3,000人を雇用・研修する予定であ

る。 

 ・月額３万円以上の報酬を付けることによって、農村部の保健医療施設での医師の定着

を促進させている。PMDCは医師の登録の際、地方での勤務を計画しており、北西辺

境州では既に実施済みであり、専門医であっても、昇進前に最低２年の地方勤務が義務

づけられている。 
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  (7) 民間保健セクターへの適切な法的制度の導入 

 ・民間病院、診療所、検査室への認可の法律や規則を考案中である。さらに、民間セク

ターにおける輸血サービスの規則がシンド州では議会で承認され、他の州も検討中で

ある。 

 ・伝統医療への規制や法律を考案中（試験制度や科学の講義の導入）であり、伝統医療

に関するセミナーが2002年11月に保健省後援で開催された。 

 

  (8) 一般大衆への公衆衛生上必要な情報の提供 

 ・健康教育キャンペーンのために、2001～2002年にはおよそ３億6,000万円、2002年か

ら2003年には３億5,000万円費やされている。 

 ・講習会、セミナーなどがCouncilやNazimを対象に開催された。 

 ・“Behavior Change Communication”政策が効果的な対話に適用されている（資料には具

体的な内容の記載はない）。 

 ・パキスタンの国民の保健に関連した知識、態度及び行動での変化を決定するために

Knowledge Attitude practice Survey（KAP）が、Pakistan Medical Research Councilと保健

省とで実施されている（資料では具体的な調査内容や結果についての記載はない）。 

 

  (9) 医薬品における品質管理や適切な流通を図る 

 ・Regulation Boardで認可された医薬品は海外からの輸入や国内市場で2,250種類、280の

製品がある。 

 ・パキスタンで製造された医薬品などがアメリカ合衆国、英国、サウジアラビア、ケニ

ア、ウガンダ、イラク、ミャンマー、ナイジェリア、シンガポールなどに輸出されて

いる（総額11億1,050万USドルに相当）。 

 ・1998年に“Drug Control Organization”が設置され、モニタリング、臨床検査などが実

施されている。 

 

  (10) 保健行政モニタリングのための能力強化 

 ・WHOが、Disease Early Warning System（DEWS）を技術支援している。NIHと保健省は、

重大な疾病発生に対しては両者の迅速な協調と対応が可能となった。 

 ・NHMISを拡大した形として、23疾患を115か所のDistrictでカバーしている。地理情報

システム（Geographical Information System：GIS）が、UNFPAとともに開発された。 

 ・Df IDは、モニタリング、評価、結果査定、保健システムの再構築のために保健省を支

援している（Policy Analysis & Research Unitの概念）。 
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３－３ 保健医療サービスの現状 

 ３－３－１ 保健医療サービス供給体制 

 パキスタンの公共保健医療サービス（National Health Service）の提供は、全体の保健医療サ

ービスの３割をカバーしているにすぎない。まず、初期治療、予防接種・健康促進などのサー

ビスを提供する１次レベルの保健医療施設には、BHUとRHCのほかに、母子診療を中心とした

母子保健（MCH）センター、外来専門の診療所がある。 

 次に、１次レベルの保健医療施設を支援する２次レベルの保健医療施設には､Tehsil病院と

District病院が該当する。 

 さらに、最も専門的かつ高度医療サービスを提供する３次レベルには、Division病院、州病院、

国立病院、専門病院などがある（表３－３－１）。 

 

表３－３－１ レベル別保健医療施設とサービスの内容 

レベル 施設名 サービスの内容 

BHU（カバー人口： 
5,000～１万5,000人） 

医師１人と４～５人の医療助手、初期診断・治療、
適切な医療施設への紹介、予防活動、啓発活動等 

１次 
レベル 

Union・村 

RHC（カバー人口： 
４万～10万人） 

医師数人、看護師、他の医療スタッフ、３～５か所
のBHUを統括し、BHUの上位施設として20～30床有
し、軽症患者の入院、歯科診療、正常分娩、手術室、
検査室、レントゲン室設備あり 

２次 
レベル 

District Tehsil病院（40～60床、カ
バー人口：35万～40万人） 
District病院（50～80床、
カバー人口：160万人程
度） 

１次レベルで処置できない外来・入院の医療サービ
スの提供 

州 Division病院、州病院 ２次レベル以上で、かつ高度な医療サービスの提供 ３次 
レベル 国 国立病院、専門病院、 

研究所 
高水準で専門的な医療サービスの提供 

 出典：保健省での聞き取り 

 

 ３－３－２ 保健医療資源 

  (1) 保健医療施設（表３－３－２） 

 パキスタンの保健医療施設の整備状況（2002年）は、BHUが5,308か所、RHCが550か所、

MCHセンターが862か所、TBセンターが285か所、診療所が4,590か所、２次・３次レベル

の病院が906か所となっており、１次レベルの保健医療施設が９割以上占めている。ここ

10年間で保健医療施設数、病床数ともに徐々に増えている。 

 民間セクターでは（2002年）、病院が626か所、個人医院が２万か所、Maternal Homesが

300か所、診療所が340か所、検査室が450か所、NGO経営病院が254か所がある。 
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 州別特別区別保健医療施設数（2003年）は、表３－３－３のとおりである。 

 

表３－３－２ 保健医療施設数及び病床数の推移（1993～2002年） 

年度 BHU RHC MCH 
センター 

TB 
センター 診療所 病院 病床数 １床当たり 人口 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

4,663 
4,902 
4,986 
5,143 
5,121 
5,155 
5,185 
5,171 
5,230 
5,308 

485 
496 
498 
505 
513 
514 
530 
531 
541 
550 

849 
853 
859 
853 
853 
852 
855 
856 
879 
862 

233 
242 
260 
262 
262 
263 
264 
274 
272 
285 

4,206 
4,280 
4,253 
4,513 
4,523 
4,551 
4,583 
4,635 
4,625 
4,590 

799 
822 
827 
858 
865 
872 
879 
876 
907 
906 

80,047 
84,883 
85,805 
88,454 
89,929 
90,659 
92,174 
93,907 
97,945 
98,264 

1,455 
1,406 
1,426 
1,417 
1,428 
1,450 
1,492 
1,495 
1,490 
1,517 

   出典：Economic Survey 2002-03 Finance Division, Economic Adviser’s Wing, 2003 

 

表３－３－３ 州別特別区別保健医療施設数（2003年） 

１次レベル 
州・特別区名 

MCHC BHU RHC 診療所 
２次・３次
レベル 合 計 

パンジャブ 
シンド 
バロチスタン 
北西辺境州 
アーザード・ジャム・カシミール地方 
北部地域 
イスラマバード連邦首都区 

394 
44 
88 
127 
7 
55 
1 

2,469 
796 
500 

1,040 
181 
18 
13 

302 
126 
500 
97 
28 
2 
3 

1,099 
351 
592 
592 
105 
99 
6 

302 
330 
85 
182 
16 
25 
7 

4,566 
1,647 
1,765 
2,038 
337 
199 
30 

合 計 716 5,017 630 2,844 947 10,154 
   出典：NHMIS CellのDatabaseより 

 

  (2) 保健医療従事者（表３－３－４） 

 2002年の登録された医師数は10万1,635人（医師１人当たりの人口は1,466人）、歯科医

師数は5,068人（歯科医師１人当たりの人口は２万9,405人）、看護師数は４万4,520人（看

護師１人当たりの人口は3,347人）である。ここ10年間で看護師数は２倍に増えたが、医

師に対して看護師が少なく、半分以下である。 

 パキスタンには、ウナニ（Unani）、アーユルヴェーディク（Ayurvedic）、ホメオパシー

（Homeopath）と呼ばれている伝統的な民間療法も広く地域住民に活用されているため、

パキスタン政府は1965年に診療登録を義務づけている。2002年には、全国で７万3,878人

の伝統治療師〔タビブ（Tabib）やハキム（Hakim）と呼ばれている〕が診療登録している。 
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 なお、今回は詳細な職種別医療従事者の機能や役割、養成制度及び養成機関等について

の情報は入手していない。 

 

表３－３－４ 登録された医療従事者数及び１人当たりの人口の推移 (1993～2002年) 

１人当たりの人口 
年 度 医師数 歯科医師数 看護師数 助産師数 LHW数 

医師 歯科医 看護師 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

63,003 
66,196 
69,691 
74,229 
78,470 
82,682 
87,105 
91,823 
96,248 
101,635 

2,401 
2,589 
2,751 
2,938 
3,159 
3,444 
3,867 
4,175 
4,622 
5,068 

20,245 
21,419 
22,299 
24,776 
28,661 
32,938 
35,979 
37,623 
40,019 
44,520 

18,641 
19,759 
20,910 
21,662 
21,840 
22,103 
22,401 
22,525 
22,711 
23,084 

3,920 
4,107 
4,185 
4,407 
4,589 
4,959 
5,299 
5,443 
5,669 
6,397 

1,848 
1,803 
1,755 
1,689 
1,636 
1,590 
1,578 
1,529 
1,516 
1,466 

48,508 
46,114 
44,478 
42,675 
40,652 
38,185 
35,557 
33,629 
31,579 
29,405 

5,753 
5,574 
5,487 
5,060 
4,480 
3,992 
3,822 
3,732 
3,639 
3,347 

   出典：Economic Survey 2002-03 Finance Division, Economic Adviser’s Wing, 2003 

 

 ３－３－３ 保健サービスの利用状況 

 Federal Bureau of Statistics（FBS）が実施したPakistan Integrated Household Survey（PIHS 2000

～2001、2002）によると、下痢患者が最初に公共の保健医療施設を受診する割合は18％（農村

部21％）であり（表３－３－５）、公共の施設を受診しない理由として、「施設から遠すぎるた

め」あるいは「近くに公共の保健施設がないため」と回答した割合が51％（農村部55％）であ

った（表３－３－６）。さらに同調査によると、15～49歳女性が過去３年間に自宅出産した割合

は78％（農村部で86％）であり、出産の際立ち会った人として、都市部では医師が最も多かっ

たが（40％）、農村部では、訓練を受けたdai（ダイ）と呼ばれる人々の立ち会いが最も多く（40％）、

医師は11％であった（表３－３－７）。なお、ダイと伝統的助産婦（Traditional Birth Attendant：

TBA）は同じ職種の人材を指すが、この調査では別となっている。 

 

表３－３－５ 下痢治療の手段 

 都市部 農村部 全 体 

民間病院 
薬 局 
公共の保健医療施設 
その他 
何もせず 

60 
3 
18 
6 
13 

45 
10 
21 
5 
19 

49 
9 
20 
5 
18 

      出典：Pakistan Integrated Households Survey 2000-2001, FBS, 2002 
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表３－３－６ 公共の保健医療施設を受診しない理由 

 都市部 農村部 全 体 

遠すぎるため 
十分な医薬品がない 
医師が不在 
スタッフが親切ではない 
近くに公共の保健医療施設がない 
その他 

32 
4 
8 
13 
8 
36 

21 
6 
8 
8 
34 
23 

24 
5 
8 
9 
27 
26 

     出典：Pakistan Integrated Households Survey 2000-2001, FBS, 2002 

 

表３－３－７ 出産した場所と出産の際立ち会った人 

 都市部 農村部 全 体 
1. 出産した場所（％） 

自 宅 
民間病院/診療所 
公共保健医療施設 
その他 

55 
26 
18 
2 

86 
7 
6 
1 

78 
12 
9 
1 

2. 出産の際立ち会った人（％） 

訓練されたdai 
医 師 
TBA 
家族や親戚 
看護師 
近所の人 
LHW 

31 
40 
12 
7 
8 
1 
1 

40 
11 
21 
20 
3 
3 
1 

38 
19 
18 
17 
4 
2 
1 

     出典：Pakistan Integrated Households Survey 2000-2001, FBS, 2002 

 

３－４ 貧困削減戦略ペーパー（PRSP）との関連 

 2001年に策定された国家保健政策では、１次・２次医療の充実、州・Districtレベルの医療体制

の充実、結核・マラリア・B型肝炎・HIV/AIDSをはじめとする感染症対策、ジェンダー格差の是

正、栄養の向上、衛生教育の普及、適切な医薬品供給などに重点が置かれている。これらの達成

のためには、現在の計画と実施のギャップを埋めること、すなわち地方保健行政のモニタリング

のための能力強化が必要である。現在、予算の積み上げその他の事情により、PRSPの完成に至っ

ていないが、現存するドラフトにおいても、地方分権化の進展をにらんだDistrictレベルでの公共

サービス提供の改善が重要課題であるとうたわれている。 

 国家保健政策においても、保健水準の低迷は、貧困・低栄養・低教育など、住民自身の脆弱性、

社会経済インフラの未整備、都市・農村間、県間、階層間、ジェンダー間の格差などが背景にあ

るとされている。これらを改善するためには、良質な保健サービスを国民の誰もが利用できるよ

うにする必要がある。パキスタンでは、民間医療機関による医療サービスが全人口の７割以上を

カバーしているといわれているが、これら民間医療機関に対する直接支援を行うことは我が国の
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ODAになじまないということもあり、まずは公的サービス網の強化・充実に向けた協力を主体と

し、NGO等を介してその機能を補完させるといった順番が妥当である。 

 以上の背景から、末端の医療施設、医療従事者、感染症、妊産婦、定期予防接種、家族計画そ

の他保健サービスの現状を適切な形で情報化し、その実態を把握し、地方保健行政の政策に反映

させるためのツールとして提供することを目的としている本保健管理情報システム（HMIS）案件

は、PRSPでうたわれる地方保健行政のサービス改善を担う、ひとつの転機になり得ると考える。 

 具体的なPRSPの保健指標は、表３－４－１に示した。 

 

表３－４－１ PRSPの保健指標 

指 標 基準年度 2001～2006年の計画指標 
予算年度 2000～2001 2001～2002 2002～2003 2003～2004 2004～2005 2005～2006 

１次レベル保健医療施設
の利用者数（１日） 

34  37  36  40  44  48  

LHWの人口カバー率 30％ 44％ 55％ 65％ 75％ 85％ 

DPT-Ⅲ 76％ 80％ 79％ 79％ 79％ 79％ 定期予防接種率 
（乳幼児／妊婦対象） TT-Ⅱ 51％ 60％ 55％ 54％ 54％ 53％ 

出産の訓練を受けた介助
人の下での出産の割合 

13％ 12％ 16％ 18％ 19％ 21％ 

出産介助の訓練を受けた
女性の人数 

96,254 101,823 110,376 117,500 124,000 131,000 

EPIのワクチン類の在庫
切れのない１次レベル保
健医療施設の割合 

26％ 30％ 28％ 26％ 25％ 23％ 

スタッフ間の会議を課し
ている１次レベル保健医
療施設の割合 

30％ 34％ 38％ 42％ 45％ 50％ 

１次レベル保健医療施設
での避妊具の供給の割合 

68％ 70％ 72％ 72％ 72％ 72％ 

避妊法の普及率 - - 34.9％ 37.2％ 39.4％ 41.7％ 

出典：Draft PRSP（Summarized Version）PRSP Secretariat & MOF, 2003 

 

３－５ 保健分野における援助動向 

 保健分野で援助機関や各国が支援しているプログラム／プロジェクトは、表３－５－１のとお

りである。 
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表３－５－１ 保健分野で実施されているプログラム／プロジェクト 

2002～2003年 
プログラム／プロジェクト 

予定支出* 執行支出* 
協力・支援している 
主要援助機関・援助国 

FP/PHC国家プログラム 
EPIプログラム 
マラリア対策プログラム 
TB抑制プログラム 
HIV/AIDS抑制プログラム 
栄養プロジェクト 
WHP 
RHP 

2,466 
1,200 
156 
90 
650 
50 
237 
20 

1,791 
500 
31 
25 
250 
50 
237 
20 

UNICEF, WHO 

JICA, UNICEF, USAID, CIDA 
USAID, WHO, その他の国連機関 
JICA, WHO 
USAID, UNFPA, WHO, Df ID, GTZ 

UNICEF 

UNFPA 

UNFPA 
その他 4,734 405  

合 計 9,603 3,309  
  *：単位は百万ルピー 

  出典：Progress on Agenda for Health Sector Reforms, MOH, 2003 

 

 ３－５－１ 国際機関 

  (1) UNICEF 

 UNICEFは、2000年から2003年にかけて４つの州でCoverage Evaluation Survey (CES)を、

2002年には北西辺境州においてMultiple Indicator Cluster Survey（MICS）を実施した。他州

は現在進行中である。さらに、NIDsにおけるポリオ予防接種の査定・評価調査を実施した。 

 2002年以来、LHWによる母性死亡に関する報告システムを支援している。さらに、NHMIS

が入手した母子関連のデータを活用するほかに、独自にDistrict病院とTehsil病院からの産

科関連データを収集・活用している。 

 UNICEFの重要な保健分野として、EPI、下痢疾患・急性呼吸器感染症（Acute Respiratory 

Infection：ARI）の抑制、MCH、子どもの病気の統合的管理（Integrated Management of Children 

Illness：IMCI）をあげている。 

 HMISに関して日本に期待する具体的な内容として、個々のプログラムが独自にもってい

る保健情報システムの統合化をあげている。 

 現在、保健分野で実施中の支援は表３－５－２のとおりである。 

 なお、水・衛生環境プログラム、緊急・災害支援活動も実施中である。 

 

表３－５－２ UNICEFが実施中の保健分野のプロジェクト 
（単位：百万USドル） 

プロジェクト名 分 野 支援形態 資 金 期 間 
Women’s Health 安全な出産HIV予防 技術協力及び供与 １ 1999～2003 
栄 養 低栄養、貧血など 技術協力及び供与 － 進行中 
Child Health EPI、感染症対策、発育、予防活動など 技術協力及び供与 － 進行中 

  出典：質問表に対するUNICEFの回答より 
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  (2) UNFPA 

 UNFPAは、FP／PHC、MCHを主に支援（表３－５－３）をし、活動の中心となるLHW

の養成、LHSの育成に力を注いでいる。「Health & Population FacilitiesのためのGIS」が開発

され、各方面で活用されている〔“Health & Population Welfare Facilities, ATLAS（2002／2003）、

CRPRID & UNICEF（2002）”が出版されている〕。 

 

表３－５－３ UNFPAが実施中のプロジェクト 

（*単位：百万USドル） 

プロジェクト名 分 野 支援形態 資 金* パキスタン 負担資金* 
FP&PHC 家族計画、ほか 供与 1.5 2.8 
MIS/GIS 情報システム 技術支援、ほか 0.6 － 
LHW’s Supervisors PHC 技術支援、ほか 1.1 － 
Safe Motherhood MCH 技術支援、ほか 1.7 － 

      出典：Progress on Agenda for Health Sector Reforms, MOH, 2003 

 

  (3) WHO 

 WHOは、290万人にのぼるアフガニスタン難民への支援（技術協力、物資供与）を実施

している。 

 リューシュマニア症（2001年末5,000人の患者）対策として、早期発見のための研修、実

態把握のため専門家の派遣、治療薬の供与、治療マニュアルの作成の技術支援を実施した。 

 地域の保健開発と貧困削減のためにBasic Development Needs（BDN）の概念を導入し、

Reproductive Healthと栄養、教育、女性の開発、農業、灌漑、家畜、飲料水、私立教育、

職業訓練、コンピューター関連、小規模商売などの分野において、それぞれのモデル地区

で各種プログラムを実施し、その成果の評価、研究・研修センター、BDNの人材の支援、

他の国々へ事例コースとして研修を実施している。 

 PHCサービスの強化として、モデル地区を設定し、District Team Problem Solving（DTPS）

（1970年代WHOにて開発された保健計画手法のひとつであり、いくつかのDistrict内の保健

スタッフら５～７人が協力して、保健医療の問題の分析、優先すべき保健計画の策定及び

実施後の計画の評価などを通して、最終的にはDistrictの保健医療サービスを向上させるこ

とを目的としている）の国家ガイドラインの開発、レファラル・システムのモデル地区を

開発している（詳細は“National Guidelines for District Team Problems Solving PHC Cell, 2003”

を参照）。 

 ３歳以下の乳幼児の蛋白質欠乏性低栄養を削減するための介入、IMCIに関する研修、マ

ニュアル作り、現地語でのビデオ作製、DOTs戦略の一環として、各レベルでのスタッフへ
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の研修、検査技師への知識と技術を向上させるためにガイドラインの開発、DOTsプログラ

ムで使用する器材や試薬などの供与をしている。 

 

  (4) WB 

 WBは1992年から“Family Health Project”のフェーズⅠと、1993年からフェーズⅡを開

始し、保健システムの強化に総額5,00万USドルを融資し、既に終了している。さらに、

“Social Action Program”フェーズⅡを1998年から開始し、教育・健康教育・人口モデル情

報などのプログラムに２億1,500万USドルを融資し、2002年に終了している。 

 WBは、1990年台、“Family Health Project”の一環として、４つの州においてNHMISの印

刷物作成を支援しており、将来的にはHIV/AIDSプロジェクトを通して間接的に支援する予

定である。 

 WBの重要な保健分野として、予防保健サービス、ケアの質の向上、管理と行政能力の強

化をあげている。 

 NHMISに関して日本に期待する具体的な内容として、２次レベル以上の病院の入院デー

タの取り込み、個々のプログラムが独自にもっている保健情報システムの統合化、データ

分析、情報の活用、ITの導入などをあげている。 

 現在既に実施中、あるいは来年予定されている支援は表３－５－４のとおりである。 

 

表３－５－４ WBの実施中あるいは予定プロジェクト 

（*単位：百万USドル） 

プロジェクト名 分 野 支援形態 資金* パキスタン 負担資金* 期 間 

ポリオ ポリオ ワクチン供与 20 － 2003～2005年 
HIV/AIDS HIV/AIDS  37 5 2004～2008年 

     出典：質問表に対するWBの回答より 

 

 ３－５－２ 二国間援助 

  (1) USAID 

 政治・外交上の理由で1993年に援助を停止したが、2001年アメリカ合衆国同時多発テロ

事件以降、援助を本格的に再開した。現在実施されているプログラム及びプロジェクトは

表３－５－５のとおりである。 

 USAID側としては、今後NHMISに直接的な支援は考えていないが、現に動いているHealth 

Projectを介して、研修などで間接的にはNHMISにも貢献する予定でいる。さらに、USAID

は保健分野として、FP、MCH、保健システムの強化を中心に支援している。 

 現在、NHMISが十分機能していない理由に、情報を活用する役割をもった部署がMOHに
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存在していないことが大きいため、今後は、“National Health Policy Unit”がNHMISを活用

する主要な部署となり、結果としてNHMISの質が重要となってくることを期待している。 

 

表３－５－５ USAIDが実施中のプログラム及びプロジェクト 
（単位：百万USドル） 

プロジェクト名 分 野 支援形態 資 金 期 間 
避妊具・薬のソーシャル・ 
マーケティング 

Reproductive 
Healthの向上 技術協力 50 2001～2006年（５年） 

Medical Health Facility 機能強化 技術協力 8 2001～2006年（５年） 
MCH 産科・新生児 技術協力 － 2002～2007年（３～５年） 
HIV/AIDS 啓もう教育、ほか 技術協力 0.9 2002～2007年（３～５年） 
出典：質問表に対するUSAIDの回答より 

 

  (2) Df ID 

 Df IDは保健分野をパキスタンにおけるDf IDのプログラムの中心的な柱としており、これ

まで、人口福祉省の避妊具・薬のソーシャル・マーケティングプログラム、国家AIDS抑制

プログラム、結核対策、LHWの支援などを実施してきた。 

 現在、2003年３月から開始されたNational Health & Population Welfare Facility（NHF）プ

ロジェクトは、６億4,500万ポンドを４年間（2007年まで）支援することになっている。

NHFの目的は、７つの国家プログラム（人口、LHW、結核対策、EPI、AIDS抑制、マラリ

ア、栄養）への財政上の支援と保健省、人口福祉省内の行政管理能力を強化したり、プロ

グラムを推進するための技術協力を支援することである。さらに、NHFには、USAIDが州・

Districtレベルでの国家プログラムの供給能力を強化させるための技術支援を表明してい

る。 

 NHFへの資金提供は、技術支援管理機関（Technical Assistance Management Agency）を

通して実施され、保健・人口分野での政策開発を支援するために、National Health Policy Unit

も設立される。 

 

  (3) 日 本 

 我が国の対パキスタンの援助方針は、これまでの調査研究結果と1996年の経済協力総合

調査団協議結果を踏まえ、社会セクターを最重要重点分野と位置づけた。 

 またその後、現政権が実行している国家改革に対応し、社会セクターのなかでも特に、

感染症対策・子どもと女性の健康を重点分野として位置づけている。これらを基に、保健

医療分野の協力が実施されてきた。現在、実施中及び今後実施予定の案件は次のとおりで

ある。 
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    1) 感染症対策 

    ・ポリオ撲滅計画（無償資金協力） 

    ・新生児破傷風予防接種拡大計画（無償資金協力） 

    ・結核対策プロジェクト（技術協力プロジェクト） 

    ・EPI/ポリオ対策プロジェクト（技術協力プロジェクト） 

    2) 子どもと女性の健康 

    ・新生児医療・母性保護（現地国内研修） 

    ・パキスタン医科学研究所 小児病院改修計画（無償資金協力） 

    ・バロチスタン州基礎医療機材整備計画（無償資金協力） 

    ・FP/PCHプログラム調整（個別専門家） 

    ・パキスタン医科学研究所病院運営管理（個別専門家） 

 

 なお、これまでにパキスタンにおける実施済みの保健医療の協力は、以下のとおりであ

る。 

   〈無償資金協力〉 

    ・パンジャブ医科大学付属病院機材整備計画 

    ・北西辺境州医療機材整備計画 

    ・パキスタン医科学研究所 母子保健センター建設計画 

    ・パキスタン医科学研究所 小児病院建設計画 

    ・パキスタン医科学研究所 看護大学建設計画 

    ・バロチスタン州ボラン医科大学医療機材整備計画 

   〈プロジェクト方式技術協力〉 

    ・看護教育プロジェクト 

    ・イスラマバード小児病院プロジェクト 

    ・MCHプロジェクト 

   〈個別専門家〉 

    ・看護教育、予防接種拡大、ワクチン品質管理、栄養士、保健情報等 
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第４章 保健情報システムの現状と課題 
 

４－１ パキスタンにおける保健関連情報システムの概要と現状 

 パキスタン保健省下の保健情報システムとしては、大きなものとして１次レベル保健医療施設

マネージメント保健情報システム（HMIS/FLCF）とLady Health Worker（LHW）マネージメント

保健情報システム（HMIS/LHW）の２つがある。また、保健省本省が直轄するプログラムとして、

1)Family Planning／Primary Health Care（FP/PHC）国家プログラム、2)予防接種拡大プログラム

（EPI）、3)マラリア対策プログラム、4)結核抑制プログラム、5)HIV/AIDSコントロールプロジェ

クト、6)栄養プロジェクト、7)Women Health Project（WHP）、8)Reproductive Health Project（RHP）

があるが、そのいくつかは、その活動のための独自の情報システムをもっている。さらに、情報

システムではないが、Disease Early Warning System（DEWS）が存在する。以下に、そのなかで事

前調査団が内容の把握を行ったものを記述する。なお、マラリア対策プログラムに関する報告用

紙を入手しており（付属資料７．収集資料リスト17）、これに係る情報システムがあると思われる

が未調査である。 

 

 (1) HMIS/FLCF 

 この情報システムは、33種類の用紙、１つのコンピュータープログラム、１冊のシステム

運用説明書（付属資料７．収集資料リスト24）を必要機材として、１次レベル保健医療施設

の活動状況等を上位レベルに報告するシステムで、最終的に保健省本省下の国家保健情報シ

ステム室（NHMIS）に情報が到達するものである。33種類の用紙は、①カルテ的なもの、②

活動記録的なもの、③業務を他部署に依頼するもの、④医薬品管理用、⑤機材管理用、⑥情

報台帳、⑦報告用のもの、⑧実態不明か保健管理情報システム（HMIS）の管轄外と思われる

ものに分類される。その一覧を表４－１－１に示す。具体的用紙のデザインはシステム運用

説明書（収集資料リスト24）を参照のこと。 
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表４－１－１ HMIS/FLCF情報システムの報告フォーム 

用紙記号 名 称 保有者 性 格 

FC１ OPD TICKET 患 者 カルテ的 

FC５ INVESTIGATION REQUEST FORM  患 者 業務依頼 

FC２ REFERRAL FORM 患 者 業務依頼 

FR１ OPD REGISTER 医療施設 活動記録 

FR８ LABORATORY REGISTER ラ ボ 活動記録 

FR２ ABSTRACT REGISTER 医療施設 活動記録 

FC６ TB FACILITY CARD 医療施設 カルテ的 

FC７ TB PATIENT CARD 患 者 カルテ的 

FR６ TB REGISTER 医療施設 活動記録 

FC８ CHRONIC DISEASE FACILITY CARD 医療施設 カルテ的 

FC９ CHRONIC DISEASE PATIENT CARD 患 者 カルテ的 

FC３ MOTHER AND CHILD HEALTH CARD 妊産婦 カルテ（母子手帳） 

FC10 IMMUNIZATION CARD 
予防接種活動にかかわる 

不 明 不明又は管轄外 

FC４ FAMILY PLANNING CARD 相談者 活動記録 

FC11 IDD CARD 
ヨウ素カプセル配布活動にかかわる 

不 明 不 明 

FR３ CHILD HEALTH REGISTER 医療施設 カルテ的 

FR４ MOTHER HEALTH REGISTER 医療施設 カルテ的 

FR５ FAMILY PLANNING REGISTER 医療施設 カルテ的 

FR９ DAILY EPI REGISTER 
予防接種活動にかかわる 

不 明 不明又は管轄外 

FR10 PERMANENT EPI REGISTER 
予防接種活動にかかわる 

不 明 不明又は管轄外 

FR７ IDD REGISTER 
ヨウ素カプセル配布活動にかかわる 

医療施設 カルテ的 

FR14 STOCK REGISTER（EQUIPMENT/..） 医療施設 物品管理 

FR13 STOCK REGISTER（MEDICINES/..） 医療施設 医薬品管理 

FR16 DAILY EXPENSE REGISTER 医療施設 医薬品管理 

FR19 STOCK REGISTER（VACCINES） 不 明 不明又は管轄外 

FR18 LOGBOOK（VEHICLES） 不 明 不明又は管轄外 

FR11 POPULATION CHART OF CATCHMENT AREA 医療施設 情報台帳（医療施設の壁に貼
り付け） 

FR12 BIRTH REGISTER 医療施設 情報台帳 

FR15 MEETING REGISTER 医療施設 活動記録 

FF１ IMMEDIATE FLCF REPORT --- 報告用 

FF２ MONTHLY REPORT --- 報告用 

FF３ YEARLY FLCF REPORT --- 報告用 

FR17 ATTENDANCE REGISTER 不 明 不明又は管轄外 

出典：付属資料７．収集資料リスト24 “HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, INSTRUCTION 

MANUAL FOR FLCS STAFF”を基に調査団作成 
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 このほか、以下の存在が未確認の用紙がある。 

 

用紙記号 名 称 保有者 性 格 

DR１ SUPERVISORY CHECKLIST 不 明 不 明 

DR２ TRAINING REGISTER 不 明 不 明 

SR３ PERSONNEL MANAGEMENT REGISTER 不 明 不 明 

DE１ QUARTERLY DISTRICT REPORT 不 明 不 明 

出典：付属資料７．収集資料リスト24 “HEALTH MANAGEMENT INFORMATION  

SYSTEM, INSTRUCTION MANUAL FOR FLCS STAFF”を基に調査団作成 

 

 これらの用紙は１次レベル保健医療施設及び、２次・３次レベル保健医療施設の外来部の

ぞれぞれの用途に適用できるよう設計されているが、２次・３次レベル保健医療施設が実際

に用紙を利用して報告自体行っているかどうかは定かでない。このシステムで最も重要な用

紙はMonthly Reportであり、これにより情報が上位レベルに伝達される。この用紙の情報の

流れを図４－１－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１－１ Monthly Reportの流れ 
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 Monthly Reportには以下の情報が記述される。 

 

表４－１－２ Monthly Reportで報告される疾病情報 

番号 内 容 情報源 

１ 施設識別情報 （施設名等） 

２ 人口データ population chart 

３ ミーティング情報等 meeting register 

４ 基礎医薬品・ワクチンストック情報 
stock register（medicines） 

stock register（vaccines） 

５ コメント （Districtに伝えたい事柄等） 

６ 報告書受渡し記録 受取り者サイン等 

新患者情報 OPD register 

優先疾病情報（18疾病） abstract register 

下痢症情報 abstract register 

赤痢情報 abstract register 

急性呼吸器感染症情報 abstract register 

マラリア情報 abstract register 

結核情報 abstract register 

予防接種感染症情報 abstract register 

ヨウ素カプセル配布情報 IDD register 

７ 治療活動情報 

栄養不足情報 abstract register 

産前介護情報 mother health register 

出産情報 mother health register 

出産介護情報 mother health register 

産婦死亡情報 mother health register 

家族計画情報 Family planning register 

子どもの成長情報 child health register 

８ 母子保健活動 

予防接種情報 monthly EPI report等から 

出典：付属資料７．収集資料リスト24 “HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, INSTRUCTION 

MANUAL FOR FLCS STAFF”を基に調査団作成 

 

 また、上記の優先疾病情報（18疾病）は表４－１－３とおりで、OPD Register（医療施設

が保有する患者カルテ的なもの）では、次の診断コードを用いる。 
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表４－１－３ 優先疾病情報（18疾病）の診断コード 
コード 
番号 
大分類 

診断名 
コード 
番号 
中分類 

診断名 備 考 

101.0 脱水症状なし 
101.1 少し脱水症状 
101.2 重大な脱水症状 

101 下痢症 

101.9 脱水症状の記述なし 

中分類は５歳
以下に適用 

102.0 脱水症状なし 
102.1 少し脱水症状 
102.2 重大な脱水症状 

102 赤痢 

102.9 脱水症状の記述なし 

中分類は５歳
以下に適用 

103.0 肺炎でない 
103.1 肺 炎 
103.2 重大な肺炎 
103.3 重大な疾病 

103 急性呼吸器感染症 

103.9 記述なし 

中分類は５歳
以下に適用 

104.0 施設での血液検査済み 
104.1 血液検査依頼済み 104 熱病おそらくマラリア 
104.2 血液検査していない 

 

105.0 施設内でSPUTUM SMEARS済み 
105.1 SPUTUM SMEARSのため患者をリフェラル 105 ２週間以上の咳 
105.2 SPUTUM SMEARSしていない 

 

106 おそらくコレラ 中分類なし   
107 おそらく髄膜炎菌性髄膜炎 中分類なし   

108.0 予防接種していない 
108.1 部分的に予防接種 
108.2 完全に予防接種 

108 おそらくポリオ 

108.9 予防接種状態不明 

 

109.0 予防接種していない 
109.1 部分的に予防接種 
109.2 完全に予防接種 

109 おそらくはしか 

109.9 予防接種状態不明 

 

110.0 予防接種していない 
110.1 部分的に予防接種 
110.2 完全に予防接種 

110 おそらくまた確かに 新生児破傷風 

110.9 予防接種状態不明 

 

111.0 予防接種していない 
111.1 部分的に予防接種 
111.2 完全に予防接種 

111 おそらく ジフテリア 

111.9 予防接種状態不明 

 

112.0 予防接種していない 
112.1 部分的に予防接種 
112.2 完全に予防接種 

112 おそらく百日咳 （WHOOPING COUGH） 

112.9 予防接種状態不明 

 

113 甲状腺腫 中分類なし   
114 おそらくウイルス性肝炎 中分類なし   
115 おそらくHIV/AIDS 中分類なし   

116 蛇による噛み傷 おそらく毒蛇 中分類なし   

117 犬による噛み傷 中分類なし   
118 疥 癬 中分類なし   

出典：付属資料７．収集資料リスト24 “HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, INSTRUCTION 

MANUAL FOR FLCS STAFF”を基に調査団作成 
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 コンピュータープログラムはMonthly Report上のデータを電子化するものである。これは

Microsoft社のリレーショナルデータベースソフトウェアFoxProをカスタマイズしたものであ

り、電子化されたファイルは、このソフトウェア特有のファイルフォーマットをもつ。電子

ファイルの運搬媒体はほとんどの部分でフロッピーディスケットを使っているが、10District

程度がE-mailを使って試験的に直接NHMISにデータを伝送している。ただし、そのメールア

カウントは個人のものを用いているとのことである。 

 〈参考資料〉 

  ・付属資料７．収集資料リスト24 HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, INSTRUCTION 

MANUAL FOR FLCS STAFF 

 

 (2) HMIS/LHW 

 このシステムを説明する文書が存在しないので、保健省・Federal Program Implementation 

Unit（FPIU）のMr. Anwar Hussainからのインタビュー情報によりこれを説明する。本システ

ムはLHWに活動を計画・実行させるとともに、その活動を上位レベルに報告し、最終的に

FederalレベルのFPIUまでその情報を伝達するものである。報告書の記載はすべて手書きで行

われて、９つの用紙を必要機材としてこのシステムは成り立っている。それらは以下のもの

である。 

   1) Family Register 

 LHWの受け持ち家庭の家族構成（氏名・年齢・性別等）を記入するもの。 

   2) Lady Health Worker Daily Planning 

 日々の訪問計画を記載するノート。家庭・学校その他の施設を訪ねる。 

   3) Treatment and Family Planning Register 

 各家庭の家族計画情報、疾病情報等を記載するもの。疾病情報分類は簡単なもので、下痢、

咳、熱、けが・やけど、貧血、皮膚病、眼病、生殖器関係の病気、その他に分類されている。 

   4) Map of Catchment Area 

 担当地域の各家庭の位置を示す地図を描くもの。 

   5) Community Chart 

 コミュニティの人口、上下水の状態等を記録するもの。 

   6) Referral Slip 

 LHWでは対応できない病人が訪問先で発生した場合、病人に訪問する医療施設を指示す

るカード。 

   7) Mother and Child Progress Card 

 産婦及び新生児の状態を記録するもの。 
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   8) Monthly Report of LHW 

 BHUに毎月提出するレポート（ウルドゥー語／付属資料７．収集資料リスト22参照）。 

   9) Monthly Report of Facility 

 LHWは、 2)に従って学校その他の施設も訪問する。訪問した施設の設備等を記録するも

の。 

 このなかでLHWは 8)及び 9)を毎月彼女が属するBasic Health Unit（BHU）に提出する。

LHWは毎月給料の受け取りのためBHUに行くので、そのとき本レポートを提出する。BHUは

これを集計するための報告用紙（ウルドゥー語／収集資料リスト22参照）を所有しており、

これに集計、記入してDistrictに提出する。Districtは、BHU報告用紙を集計するための報告用

紙（District Monthly Report／収集資料リスト22参照）を所有しており、これに情報を集計し

て州に提出する。州はDistrict報告用紙を集計する報告用紙（Provincial Monthly Report／収集

資料リスト22参照）を所有しており、これに情報を集計して連邦レベルのFPIUに報告する。 

 FPIUは情報を定期的に報告書にまとめる作業は行っておらず、必要に応じてアドホックに

報告文書を作成し、必要部署・人物に送付している。 

 本システムに対し、District以上の部分をコンピューター化する計画が進めてられており、

その実質的責任者はFPIUに常駐するイギリス国際開発省（Df ID）から派遣されたコンサルタ

ント、Mr. Anwar Hussainである。ソフトウェア開発は民間会社に委託しており、現在開発中

である。このコンピューター化のための仕様書は２冊存在し、同氏が保有している。本年終

わりごろから10Districtを対象に運用テストを行う予定となっている。 

 本システムの州・Districtレベルの担当者は、プロビンスMISコーディネーター・District MIS

コーディネーターで、HMIS/FLCFを担当している州HMISコーディネーター・District HMIS

コーディネーターとは別の人物である。 

 

 (3) EPIとそのなかの情報システム 

 パキスタンにおける予防接種拡大活動は、1976年にパイロットプロジェクトが開始され、

1981から全国で展開されている。本活動に対しては、連邦政府がワクチン、冷凍保存機器、

注射器、注射針の購入・供給に責任をもち、州保健局が人件費、トレーニング費、健康教育

費、その他の出費を受けもつことになっている。予防接種拡大活動の担当部局・職員は、連

邦レベルでは保健省・National Institute of Health（NIH）内Federal EPI Cell、州レベルではEPI

ダイレクター、DistrictレベルではEPIコーディネーターである。 

 EPIに関するDistrictからの報告はHMIS/FLCFに含まれているが、Federal EPI Cellは独自に

EPI活動報告システムを運用している。各１次レベル保健医療施設は、EPI活動記録としてパ

ーマネントレジスター（パーマネント台帳）とデイリーレジスター（デイリー台帳）をもっ
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ており、これを基にMonthly Surveillance Reportを記入し、毎月District Healthオフィサー（担

当EPIコーディネーター）に提出する。Districtはこれを集計して所定の報告用紙に記入し、

州EPIダイレクターに提出する。同様に、州はこれを集計して所定の報告用紙に記入し、

Federal EPI Cellに提出する。Monthly Surveillance Report、District記入報告用紙は収集資料リ

スト74に収録されている。 

 また、本活動にかかわり、急性弛緩性麻痺（AFP）サーベランスシステムが存在しており、

これに関して各DistrictにDistrict・サーベランス・コーディネーターが指名されている。この

報告用紙が収集資料リスト74に収録されている。詳細は未調査である。 

 パキスタンの予防接種拡大活動に関して、すべてのレベルにおいて計画性・指揮監督の欠

如が指摘されている。本格調査で提案される新保健管理情報システムにおいては、これらを

改善できる設計を行う必要がある。具体的には、「EPI関係者の誰に、EPIの何の情報を、どの

くらいの周期で提供し、データの受取り手はそれをどのように解釈して、どのような行動を

とる必要があるのか」を明確にして、その手続きに一致した情報システムを設計することが

必要である。 

 〈参考資料〉 

  ・付属資料７．収集資料リスト14 EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION（EPI） 

  ・同収集資料リスト15 EPI COVERAGE EVALUATION SURVEY (CES) PUNJAB 2003 

  ・同収集資料リスト46 Report of Programme Review of Expanded Programme on Immunization in Pakistan 

 

 (4) HIV/AIDSコントロールプロジェクトとそのなかの情報システム 

 パキスタン市民のなかから初めて発見されたAIDS患者は、1987年ラホールにおいてであり、

その後2000年９月の1,699人まで増加した。また、この値は公式発表値であり、氷山の一角と

考えられている。主な感染経路は異性間性交（37％）、汚染血液の輸血（18％）、不明（35％）

である。このような状況下、1988年にパキスタン保健省は、NIHを基地として国家プログラ

ム（National AIDS Control Programme：NACP）を設置し、近年国連合同エイズ計画（The Joint 

United Nations Programmme on HIV/AIDS：UNAIDS）とともに「国家HIV/AIDS対策構想2001

～2006」を作成した。この対策構想には９つの優先課題が示されている。それらは、①

HIV/AIDSに対してうまく調整されたマルチセクトラルな対応、②脆弱でハイリスクなグルー

プへの感染予防、③青少年への感染予防、④輸血による感染の予防、⑤STI/HIV/AIDSプログ

ラムの計画・実行・評価を促進する基礎づくり、⑥公衆衛生の立場及びHIV感染予防の立場

からの性病感染予防、⑦HIV/AIDS感染者の生活の質の改善、⑧一般市民のHIV/AIDSに対す

る危険性の自覚向上、⑨HIV/AIDSに対する知識の向上である。 

 ここで、⑤のなかにはサーベランスシステムの設置が含まれており、既に主な都市にはサー

ベランスセンターが設置されている。これに係る報告用紙として、①HIV/AIDS Surveillance 
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Report、②Reporting Form for HIV Positive Cases、③Reporting form for the full Blown AIDS cases

の３つをパンジャブ州で入手したが（収集資料リスト17）、具体的報告体系は未調査である。 

 作成された「国家HIV/AIDS対策構想 2001～2006年」のなかには、HMISがSTIs/HIV/AIDS

を報告できるようにすること、Disease Early Warning System（DEWS）と協力することが提言

されている。 

 

 UNAIDSは、HIV/AIDS対策のため、UNICEF、UNDP、UNFPA、UNESCO、WHO、WBの共

同出資により1996年に設立された機関である。UNAIDSの役割は資金援助ではなく、政策開

発・研究、技術提携を中心とする支援である。約50か国に国別プログラムアドバイザーを、

主要地域には国際チームを配置している。 

 ホームページ上の情報によると、パキスタンには以下の職員を派遣している。 

  UN HIV/AIDSグループ 

   Mr. Johannes Lokollo（UNテーマグループ代表） 

            ILO Building, G-5/2 Islamabad 

            Tel：+92 51 227 6456 

  UNAIDS 国別プログラムアドバイザー 

   Mr. Dayanath Jayasuriya 

   Saudi Pak Towers, 61-A Jinnah Avenue, Islamabad 

            Tel：+92 51 2800 022 

 〈参考資料〉 

  ・付属資料７．収集資料リスト47 National HIV/AIDS Strategic Framework 

  ・日本国際保健医療学会編 『国際保健医療学』、杏林書店 

  ・http://www.unaids.org/ 

 

 (5) DEWS 

 本システムの担当部局はNIHのEpidemic Investigation Cellで、これはポリオ・コレラ等の15

の疾病を対象に地域的に発生した流行を早期発見して、これに対応するための行動手順であ

り、情報システムではない。これに必要な道具は、①Case Definition Document、②Daily/Weekly 

Recording Form、③Weekly Watch Chartの３つで、１次レベル保健医療施設で流行を検知する

ために使われる。その手順は、１次レベル保健医療施設の医師が臨床台帳（Clinical Register）

などから必要情報を抜き出し、Daily/Weekly Recording Formを記入する。これを週１回解析

し、この作業のなかで医師が流行を検知したらただちにEDOに報告し、フィールド調査を行

う。フィールド調査で何も起こっていなければ、次の週の情報と前週の情報をWeekly Watch 

Chart上に描いて、更に観察を続ける。必要があればEDOはその医師にアシスタントを送り、
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また多く場合NIHのEpidemic Investigation Cellに連絡され、彼らも調査に参加する。NIHは、

1998年１月までに140回の流行発生を記録している。 

 本システムの運用は、疾病患者の同定であるので、Epidemic Investigation Cellはこれを指導

するためのテキスト作成（収集資料リスト３）と、このテキストを使っての定期的なセミナ

ー開催を行っている。セミナーは１年間20回程度Districtレベルで開催され、１回25人程度の

医師を指導する。この活動はWHOの資金援助で行われている。 

 Daily/Weekly Recording Formは、収集資料リスト17に収録されている。 

 〈参考資料〉 

・付属資料７．収集資料リスト３ DISEASE EARLY WARNING SYSTEM （DEWS）, CASE DIFINITIONS, 

MANAGEMENT & PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES 

・同収集資料リスト56 Disease Surveillance 

 

４－２ 関連プロジェクト 

 (1) 貧困緩和戦略ペーパーの作成 

 貧困緩和戦略ペーパー（PRSP）は、WB・IMF等からなる開発・暫定委員会により、国際開

発協会の融資対象国に対して作成が要請されたものであり、途上国はこの作成により明確な

ビジョンと計画に基づいて貧困削減に取り組むとともに、援助国はPRSPから導き出される戦

略を利用して援助を実施することが期待されている。また、PRSPには長期目標を６か月又は

１年間でみるための指標が盛り込こまれることになっている。2001年５月現在において、４

か国のPRSP及び35か国の暫定PRSPが公開されている。パキスタンは2001年12月に暫定PRSP

を提出し、国際開発協会・IMFからこれの同意を得ている。 

 パキスタンが提出した暫定PRSPの貧困削減戦略は、①経済成長のための施策、②政府改善

の施策、③人間開発改善の施策、④緊急事態における弱者救済の施策からなっており、②の

なかには、教育サービスの改善、保健サービスの改善、上下水の改善、栄養改善、人口計画、

弱者の保護、環境保護が盛り込まれている。 

 保健サービスの改善に対しては、成果のモニタリングのために中間指標として、FLCFの利

用率、LHWの人口カバー率、産前介護受診率、子どもの予防接種率、助産婦等に付き添われ

た出産率を監視し、最終的に乳幼児死亡率を減少させる枠組みとなっている。また、人口計

画においては、避妊普及率を中間指標として監視し、最終的に出生率を監視する枠組みとな

っている。 

 これに対し、2003年１月のIMF・国際開発協会合同評価報告は、いくつかの改善点を指摘

しているが、そのひとつとしてプログラム目標に到達するための費用見積り、特に教育・保

健に対する費用見積りが不十分であると指摘している。 

 なお、パキスタン国内にCenter for Research on poverty reduction & Income Distributionとい
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う政府系組織が存在し、貧困に関する研究を行うとともに、Interim-PRSP（I-PRSP）にかか

わる及びそれ以外の貧困指標を提供しようとしている。 

 〈参考資料〉 

  ・ PAKISTAN Interim Poverty Reduction Strategy Paper（I-PRSP） 

  ・ INTERNATIONAL MONETARY FUND AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION PAKISTAN, 

Joint Staff Assessment of the Poverty Reduction Strategy Paper Preparation Status Report, 31 Jan. 2003 

  ・ http://www.crprid.org/ 

 

 (2) LHWプロジェクト 

 本プログラムの主目的は、LHWの数を現在の７万人から10万人に拡大し、全国のコミュニ

ティに訪問サービスを提供することである。当初、プログラムは農村地域を対象とし、その

後都市部にも拡大されたが、農村地域のサービス提供範囲を広げるため、都市部へのサービ

ス拡張は凍結された。 

 当初は、LHWの数は５万8,000人であったが、人口福祉省が管轄するFamily Planning Worker

の１万2,000人がLHWに組み込まれ、現在の７万人となった。これに加えてWomen Health 

Project下に6,000人のLHWが別途存在している。また、LHWを監督するLady Healthスーパー

バイザーが2,000人存在し、１人のLady Healthスーパーバイザーは30人のLHWを監督している。 

 LHWの役割は次のものである。①担当地域の女性グループと保健委員会を設立することに

より、コミュニティを組織する。②生活の質の向上に向けてコミュニティの人々を激励しな

がら、住民の保健・衛生・栄養・下水・家族計画に関する問題を話し合う。③公的保健シス

テムとコミュニティとの間の橋渡しを行う。④衛生、下水上の健康教育メッセージを広報す

る。⑤担当地域のすべての妊娠適齢夫婦を記録するとともに、家族計画への動機づけ、カウ

ンセリングを行う。⑥下痢症、マラリア、急性呼吸器感染症（API）、回虫のような病気の基

礎医薬品、避妊具をコミュニティの人々に供給する。⑦EPIの調整を行う。 

 本プログラムの担当部局は、保健省本省下のThe Programme Implementation Units（PIUs）

と州保健局である。新しい地方分権化政策の下では、プログラムの長期持続性を保証するた

め、州政府が定期的予算の下で本プログラムを運用することになっている。本プログラムに

対する期間2003～2011年のPC-１のなかでは、総額370億ルピー（約930億円）が要求されて

いる。また、次のような目標をあげている。 
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 指 標 2002年 2003年 2005年 2010年 
１ 人口増加率（％） 2.05 1.93 1.82 1.6 
２ 出生率 4.1 3.8 3.5 2.5 
３ 避妊普及率（％） 36 41 43 53 
４ 乳児死亡率 80 72 65 55 
５ 10万出産人当たりの産婦死亡 380 350 300 250 
６ 助産婦等に介助された出産の割合（％） 20 22 28 60 

    出典：付属資料７．収集資料リスト49 Brief on National Programme for Family Planning and Primary  

       Health Care“The Lady Health Workers’ Programme”を基に調査団が作成 

 

 このプログラムは農村部の女性にLHW、Lady Healthスーパーバイザーとしての職業機会を

与え女性の活力化に貢献するとともに、LHW、Lady Healthスーパーバイザーがコミュニティ

内女性を激励する源となっており、男性優位な社会での女性の地位向上に貢献している。 

 〈参考資料〉 

  ・付属資料７．収集資料49 Brief on National Programme for Family Planning and Primary Health Care “The 

Lady Health Workers’ Programme” 

 

４－３ HMISの課題 

 (1) HMIS/FLCF及びHMIS/LHWは、保健省が全国から保健情報を集めることができる主要な情

報システムであるが、外部から問い合わせがあった場合にのみ情報を公開しているものの、

基本的には情報を公開していない。また、関係者以外が情報を利用しにくい、それらのシス

テムがどのくらい保健サービスの提供に役立っているか、外部からはわからないなどの問題

点が存在する。これに続く本格調査では、連邦、州レベルにおける情報公開の仕組み、情報

を収集し、また報告を行う情報ユーザーの明確化、システムを有効に活用し、それを外部に

示すことができる枠組みづくりなどの要素を盛り込んだ新しい情報システムの構築が必要と

なる。 

 

 (2) HMIS/FLCFにおいては33種類の用紙が存在する。これらがすべて有効に使われているのか、

これらすべてが本当に必要なものなのかどうか不明である。また連邦レベルにおいて、アド

ホックなセミナー等は行われているが、システムを運用していくのに十分な行動をNHMISが

とっているのか不明である。さらに、EPI関連台帳等、実際は他部署が管轄しているのではな

いかと思われるようなものもあり、HMIS/FLCFが連邦レベルでのシステムとしてどのくらい

実体が伴っているのか不明である。各方面からHMIS/FLCFを有効に利用していきたいという

要望があり、それが可能なのかどうか検討するにはHMIS/FLCFを連邦、州、District、医療施

設レベルで再調査し、HMIS/FLCFの管理・運用主体がだれなのか、その利用法、利用度等の

現状を明確にする必要がある。 
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 (3) 上述したようにHMIS/FLCFにおいては、33種類の用紙が存在するほか、HMIS/LHW等いくつ

か情報システムが存在する。中央レベルでは別部署が担当しているが、現場レベルではDistrict

ヘルスオフィス、１次レベル保健医療施設がそれらすべてに対応し、その負荷が問題視されて

いる。したがって、現場レベルでの各情報システムのトータルとしての作業負荷を減らすため、

上位レベルでこれらが統合された新しい情報システムを設計し、関係者内で検討・調整して、

上層各レベルで支障がないひとつの保健管理情報システムに組み替える必要がある。 
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第５章 本格調査の基本方針 
 

５－１ 調査の基本方針 

 (1) 本格調査の目的 

   1) 各レベルの公的医療機関の情報ニーズを把握し、保健管理情報システム（HMIS）の整備を

行うためのアクションプランを作成すること。 

   2) 調査を通じて保健管理情報システムに関する技術移転を行うこと。 

 

５－２ 調査対象範囲 

 パキスタン全４州を対象とする。ただし、踏査にあたっては、外務省やJICA総務部・安全管理課

からの指示に従い行うこととする。 

 

５－３ 調査項目 

 (1) フェーズⅠ 

   1) 現状調査 

    a) ヘルス・セクターの現状調査 

    ・政府組織体制 

    ・国家計画及び保健政策 

    ・マクロ経済状況 

    ・保健セクターにおけるプロジェクト/プログラムの状況 

    ・疾病パターン 

    ・医療従事者及び関係者の教育システム 

    b) 保健サービスマネージメントの現状調査 

    ・人材の状況 

    ・施設の状況 

    ・予算配分の状況 

    ・関係者の職務内容 

    ・薬剤及びワクチンの供給状況 

    ・保健セクターにおける意思決定の流れ 

    c) 保健セクターにおける情報システムの現状分析 

    ・現行システムの状況 

    ・現在運用されている情報システムの現状（指標、管理体制、政府支出、データ収集方法、

報告書など） 
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    ・取り扱われているデータの質の現状 

    ・情報システムの活用とヘルスマネージメントのリンクの状況 

    ・情報システムユーザーの意識 

    ・データ入力の状況（コンピューターの使用アプリケーションも含む） 

    ・情報システムの運用に従事している関係者のキャパシティ・ビルディングの状況 

    ・情報システムに伴う労働負荷の現状 

   2) 基本計画（フレームワーク）の作成 

    a) モデル情報システムの概念枠組み案作成 

    ・インディケーターのニーズ・アセスメント 

    ・情報システムのユーザーの明確化 

    ・本調査でカバーされるべき情報システムの範囲の決定 

    b) 基本計画（フレームワーク）に対する合意形成 

   3) 保健セクターにおけるモデル情報システムの基本設計 

    a) 基本設計 

    ・インディケーターの設定 

    ・プロトコルの定義 

    ・データ収集ツールのデザイン 

    ・データの伝達及び報告ツールのデザイン 

    ・トレーニングマニュアルの作成 

    ・アクションプラン・ドラフトの作成 

    ・運用テスト（オペレーショナル・リサーチ）案の作成 

    b) 関係者間での基本設計に対する合意形成 

 

 (2) フェーズⅡ 

   1) 詳細設計の作成 

    a) 保健セクターにおけるモデル情報システムの詳細設計 

    b) オペレーショナルリサーチによるモデル情報システムの運用 

    ・必要なマテリアルの準備 

    ・モデル情報システムの導入（キャパシティ・ビルディング含む） 

    ・評価とモニタリング 

    c) 運用テスト（オペレーショナル・リサーチ）の結果を基にしたアクションプラン作成及

び提言 
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５－４ 計画目標 

 整備されたHMISが客観的情報に基づいた政策立案・決定に貢献し、保健医療サービスの質が向上

する。 

 

５－５ 調査工程 

 (1) 調査工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1) 調査団構成 

   ・総括／保健行政 

   ・疾病サーベイランス 

   ・保健財務 

   ・医薬品管理 

   ・情報システム（設計） 

フェーズＩフェーズＩフェーズＩフェーズＩ

Months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2004 2005
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

現地作業

国内作業

報告書 IC/R PR/R PR/R IT/R

契約年次

フェーズＩＩフェーズＩＩフェーズＩＩフェーズＩＩ

Months 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2006

May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
現地作業

国内作業

報告書 PR/R DF/R  F/R

契約年次

IC/R: Inception Report F/R:Final Report
PR/R:Progress Report
IT/R:Interim Report
DF/R:Draft Final Report

第１年次 第２年次

第３年次 第4年次
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   ・情報システム（プログラム開発） 

   ・事業費積算 

   ・普及計画 

 

５－６ 調査実施の環境、ローカルコンサルタント 

 調査実施のための調査用資機材、現地ローカルコンサルタントについては、以下のとおりであ

る。 

 

 (1) 現地再委託可能な業者 

 現在のHMIS/FLCFは、USAIDよるChild Survival Projectの活動のなかで整備されたものであ

る。このプロジェクトで、技術面・運営面でのローカルスタッフのリクルート、事務所の設

置、必要機材の供給、車両の管理、経理管理を請け負った以下の会社が存在する。この会社

の本社はカラチにあるが、以下にイスラマバード支店の情報を記す。 

会社名 ：Jaffer Brothers (Pvt.) Limited 

住 所 ：26-D, ２nd Floor, Kashimir Plaza, F-6/4, Jinnah Avenue, 

 Islamabad, Pakistan 

TEL ：051-2276770, 051-2276771, 051-2276772, 051-2276773 

FAX ：051-2276781 

 

 同社は雇用できる医療関係技術者として、保健政策関係で医師９名・教授２名・技術者２

名、栄養関係で医師３名・教授１名・技術者１名、EPI関係で医師４名、結核プログラム関係

で医師６名、マラリアコントロールプログラム関係で医師４名・教授１名、技術者２名、人

口福祉省及びLHWプログラム関係で医師９名・教授４名をあげている。及び、同社はMicrosoft

社製のリレーショナルデータベースソフトウェアAccessのカスタマイズプログラムを作成す

ることができる。 

 同社から入手したパンフレットによると、同社は①化学品製造、②穀物保護サービス、③

プロジェクト運営・建設機械提供、④コンピューター情報処理化支援サービス、⑤肥料・食

品供給、⑥建設の６部門に分かれており、2002年の①、③、④、⑤の合計売上高は約80億ル

ピー（約160億円）、④の売上高は約５億ルピー(約10億円)である。 

 

 (2) 必要な調査用資機材とその調達方法 

 本格調査では、現地で情報システム設計書を作成していくので、そのため、パソコン、プ

リンター、コピー機等の機材が必要と考えられる。また、フェーズⅡでパイロットプロジェ
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クト実施対象となった、州・Districtのパソコン設備が十分でない場合、そこに新たなパソコ

ン機器の配置が必要となる可能性がある。パソコン機器のイスラマバード内の優良な購入先

のひとつとして、以下のパソコンショップが存在する。 

会社名 ：HP COMPUTERS 

住 所 ：16-17, Wali Centre, Fazal ul Haq Road, Blue Area,  

 Islamabad, Pakistan 

TEL ：051-2273041 FAX：051-2272492 

E-mail ：hbcomp@isb.paknet.com.pk 

 

 この会社は、Intel, COMPAQ, HP, PHILIPS, CISCO, Microsoftの正規代理店となっており、

多くのドナー現地事務所等にコンピューターの販売実績をもっている。 

 また、現地踏査で車両が必要になることが考えられる。イスラマバード内の車のレンタル

会社のひとつとして、以下のものがある。 

会社名 ：VOYAGER 

住 所 ：#２-37, Sethi Plaza, Fazl-E-Haq Road, Blue Area,  

 Islamabad, Pakistan 

TEL ：051-2276073,2877855,2278030  FAX：051-2877812 

E-mail ：voyager@hqisb.sdnpk.org 

 なお、同社は、ラワルピンディ、ラホールにも支店をもっている。 

 

 (3) その他の情報 

 パキスタン国内で最も大きなインターネットプロバイダーとして、以下の会社が存在する。 

会社名 ：COMSATS 

住 所 ：Ground Floor, COMSATS Headquarters’Building #９, G-5/2, 

 Shahra-e-Jamhuriyat, Islamabad, Pakistan 

TEL ：051-9206604 

http://my1.comsats.net.pk/ 

 

５－７ 調査実施上の留意点 

 (1) 総 合 

 当調査団が提示したＳ／Ｗ案に対し、本案件についてカウンターパート機関である保健省

との間で合意された。しかし、事前調査の結果、カウンターパート機関やJICA事務所等の案

件実施上の体制、そして各援助ドナーの動向や保健省自体の行政能力といった保健セクター
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をとりまく環境など、いくつか留意しなければならない事項も認識された。さらに、地方分

権化の流れなど、行政そのものをとりまく大きな流れにも留意する必要性があり、今後これ

らの条件をいかにクリアしていくかが案件実施上の大きな課題となるであろう。 

 

 (2) 特記事項 

   1) JICA側の実施体制 

 本案件はHMISそのものの整備にとどまらず、パキスタンに対する我が国の協力において

は新たな分野である行政の機能強化に対する協力を行うものであり、本件にかかわる日本

側の各関係機関（本部及び在外事務所等）における支援体制強化に向けたコミットメント

が重要である。また、本調査の対象とするHMISのユーザーは州や県レベルの関係者である

が、事前調査終了時点では、パンジャブ州を除くその他の州の本件調査への協力の意向が

確認されておらず、本格調査開始前までに保健省が早急に各州政府に説明のうえ、合意形

成を図ることとしている。したがって、かかる合意形成のプロセスをJICAは現地事務所を

通じ支援することが求められる。また、既存の技術協力プロジェクトとの連携調整の際に、

関係部署間での情報共有が不可欠となる。 

   2) パキスタン側の実施体制 

 当初の要請元のカウンターパート機関である保健省・HMIS Cellは、資金の多くをWHO

に頼っており、関心のある情報も１次レベル保健医療施設情報に偏っていることが認識さ

れた。保健情報システム全体の見直しには、より広範囲の関係者との連携が必要であり、

また地方分権化の流れに呼応し、州や県レベルでの関係者との連携も必須となることから

も、メインカウンターパートの変更を強く申し入れ、Senior Joint Secretaryが新たに任命さ

れるという経緯があった。実質的な調整は、Senior Joint Secretaryを中心に各機関のメンバ

ーにより構成されるカウンターパートチームが行い、その編成はJICAパキスタン事務所の

協力の下、本格調査の立ち上げまでを目処に保健省に求めていくこととする。 

   3) 既存の情報システムとの調整 

 現在パキスタンの保健セクターでは、複数の国家プログラムに関連した情報システムが

すでに存在しているものの、相互に関連したものとはなっておらず、また、必ずしも情報

が行政に利用されていない。さらに、保健情報は主に末端レベルで収集されているものの、

複数のシステムの存在はそのレベルでの負担を増やす結果、正確な情報を的確なタイミン

グで収集することの妨げともなっている。 

 本案件ではそれらのシステムを含め、保健関連情報のシステム全体の流れを見直すこと

を目的としており、保健省各部及び各省庁との調整、更にそれらのプログラムの支援を通

し多くのドナーとの連携・協議が求められる。 
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   4) 行政機能強化への協力 

 本案件は単に情報の流れを整理し、必要なデータを組み上げるようなシステムを整備す

るのみならず、保健セクターにおけるマネージメント能力の向上を狙ったものである。こ

の観点からは、Df IDやUSAIDが協力を実施しようとしている“National Health and 

Population Welfare Facility”等の行政能力強化に関連する諸活動との連携を進める必要が

ある。また本案件の実施には、既に個別情報システムの支援を行っている関係ドナーとの

意見調整が不可欠である。JICAパキスタン事務所とも十分に情報共有を図り、統一的なス

タンスで本案件を実施する必要がある。 

   5) 合意形成段階の設定 

 本格調査のフェーズⅠにおいて、２回の合意形成段階を設けた。Conceptual Framework

及びBasic Design策定のそれぞれの段階に設けられ、この時点での全関係機関の同意を次の

ステップへ調査を進めるための絶対条件とし、その旨パキスタンと合意をしている。整備

されたシステムは実際に行政において使用されなければ無意味となることから、調査段階

から関係者の合意を確認していくことで、整備されたシステムの実際の活用を促していく

ことが重要である。 

   6) リソースセンター及びHMISインディケーター修正作業への協力 

 現在HMIS Cellは、NHIRCの設立のため、PC-１の準備を行い、必要な手続きを進めてい

ることが明らかになった。また、同様にHMIS Cellを中心に、HMISインディケーターの修

正作業のためのワークショップを過去に開催している。 

 Ｍ／Ｍにてパキスタンとも合意しているように、本件調査の対象はHMIS Cellが管理して

いる情報システムだけでなく、保健セクター全体に適用できるシステムの構築をめざすも

のであり、センター建設や機材の供与といったハード面における協力のみにとどまるもの

でもない。また、現在進行しているインディケーター修正作業のとは別に、本格調査にお

いても同様に修正作業を行う必要が発生することは明らかである。HMIS Cellは本案件の要

請元ではあるが、その連携においては、HMIS Cellより出される要望に対しては、保健セク

ター全体における本案件の適正性に基づき慎重に判断される必要がある。 

   7) 予算実施計画書の存在 

 パキスタン側からの費用負担については、PC-１、PC-２とよばれる予算実施計画書の

準備が義務づけられているが、その手続きには時間がかかることもあり、またこの計画書

の準備なしではパキスタン側が予算を使うことが全くできない。この予算計画書は中央レ

ベル、州レベルなど各行政レベルにて求められているものであり、本調査は各州、各県レ

ベルを対象にしていることからもこれらの予算措置を常に考慮し、JICAパキスタン事務所

及び行政の関係者とも連携し、情報を集めていくことが重要となる。 
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１．Terms of Reference（Ｔ／Ｒ） 

２．Scope of Work（Ｓ／Ｗ） 

３．Minutes of Meeting（Ｍ／Ｍ） 

４．行政組織図 

５．主要面談者リスト 

６．Questionnaire 

７．収集資料リスト 

８．ローカルコンサルタントリスト 

９．HMISにおけるドナー協調に関して（日米連携調査員 現地報告書） 

10．事前評価表 
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主要面談者リスト 

 氏 名 役 職 

保健省本省 

１ Mr.Ejaz Rahim Secretary MOH 

２ Mr. Matiullah Khan Senior Joint Secretary (Finance & Dev.) MOH 

３ Dr.Fahim Arshad Malik Dy. Director General (Planning & Dev.) MOH 

４ Dr.Zahid Larik Deputy Director General (PHC) National Coordinator, MOH 

NHMIS cell 

５ Dr.Mursalin National HMIS coordinator 

６ Mr. Imran Marfeed Mahk Database supervisor, NHMIS cell 

人口福祉省 

７ Mr. Saeed Ahamed Khan Director General 

８ Mr. Abdur Rashid Khan Secretary 

９ Mr. Shahab Khawaja Additional Secretary 

10 Mr. Arohad Mahmood Ph.D (Sociology-USA) 

National Institute of Health 

11 Dr.Athar Saeed Dil Executive Director 

WHO 

12 Dr.Khalif Bile Mohamud Representative 

13 Dr.Altaf Hissin Bosan GAVI Immunization Advisor 

14 Dr.Faizullch Kakar Medical officer/Epidemiologist 

世界銀行 

15 Dr. Inaam ul Haq Sr. Health Specialist 

UNICEF 

16 Dr. Imran Ravji Project Officer Child Health  

17 Dr. Fouzia Shafique Assistant Project Officer EPI/MNTE 

18 Mr. Shafat Skarif Consultant (MIS) 

19 Dr. Nabila Zaka Project Officer Women’s Health 
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20 Mrs. Sarah m. Ahmad Project Officer, Planning, Monitoring, Evaluation Section 

DFID 

21 Dr.Inayat H. Thaver Associate Health & Population Adviser 

Punjab州保健局 

22 Dr. Mushtaq Ahmed Salariya Additional Secretary Health 

23 Mr.Nasim Ahmad Khan Senior Planning Officer 

24 Mr.Farood Ahmad Computer program Officer HMIS cell 

25 Dr. Shahid Ameen HMIS Provincial Coordinator  

26 Dr. Zia-VR-Rahman DHS BHS/HQ 

27 Mr. Shahid Pervaiz Khan Additional Director Health Education 

28 Dr. Ahmed Nadeeur Punjab AIDS control Program担当 

29 Dr. Nusvat Jabeen Punjab AIDS control Program担当 

30 Rame Muhammad Saleerm Deputy Program Hanazer ARI/CDL担当 

Punjab州Sheikhupura郡EDO(health)office 

31 Dr. Mohammad Javaid Akhtar Execute Director Officer (health) 

32 Dr. Asif Mahomood Program Director DHDC Sheikhupura 

33 Dr. Muhammad Aslam Shaheur District Officer Health Sheikhupura 

34 Dr. Javed Umar Provincial Coordinator National Program of F.P & PHC Project Lahore 

35 Dr. M Saeed Akhlar District Coordinator National Programme for F.P & PHC 

Punjab州計画開発局 

36 Mr. Nasim Riaz Chief of Section 

37 Mr. Rizwan Malik Chief(Health) 

38 Mr. Sohail Ahomad Secretary 

39 Mr. Bnuoar Latif Assistant chief Health 

Punjab州IT局 

40 Mr. Saeed Ahmed Alvi Secretary 

Punjab州Sahiwal郡保健局 

41 Dr. Saad Birr Saeed District Coordinator National Program FP&PHC 
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42 Dr. Naseem Ahmed Nasir  Dy DHO Sahiwal 

43 Dr. Copt Khalid Mahmood (DHQ hospital) 

44 Mr. Nusral Iqbal District HMIS coordinator 

45 Dr. Sysd Qamar Hussaon SHAIA  

46 Dr.Mushtaq Ahmad Sipra District Surveillance officer 

47 Dr. Khalid Pervaiz Medicine Officer H.G. Hospital  

48 Dr. Auval Inaheed  (GHAQ hospital) 

49 Dr. Hasnat Coordinator EPI, EDO office 

District Health Development Center 

50 Dr.Muhammad ALI AHSAN Regional HMIS Coordinator HMIS Rawalpindi Master Trainer 

Punjab州Sahiwal郡調整局 

51 Mr. Mahan m. Nawaz Khan Sahiwal郡調整官 

Punjab州Sahiwal郡Chichawatni Tesil 行政部 

52 Mr. Muhammad Tufail  

Punjab州Gujrat Executive District Office 

53 Dr.Agha Nadeem Gujrat郡調整官 

Punjab州Gujrat Executive District Office, Health department 

54 Dr.Syed Talat Iqbal Executive District health Officer 

ドナーミーティング参加者 

 Mr. Shafat Sharif UNICEF(18と同一人物) 

 Dr. Faizullah Kahar WHO(14と同一人物) 

55 Dr. Oadeer Ahsan USAID   Health Specialist 

56 Dr. Samia Altaf USAID   Senior Health advisor 

 Mr.Inayat H. Thaver DFID(21と同一人物) 

 Dr. Imran Ravji UNICEF(16と同一人物) 

 Dr. Inaaam ul Haq World Bank(15と同一人物) 

保健省Federal Programme Implementation Unit (FPIU) 

57 Mr.Anwar Hussain DFID Consultant 
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58 Mr.Sheikh Imran Ahmed Computer Programmer 

National Institute of Health (NIH), Epidemic Investigation Cell 

59 Dr.Zafar Iqbal Toor  

National Institute of Health (NIH), Federal EPI Cell 

60 Dr. Rehan Hafiz  National Programme Manager Expanded Programme on Immunization 

61 Dr. Altaf Hussain Bosan GAVI Immunization Advisor 

62 Dr.Zulqiev ov MG Epidemiologist 

Pakistan Medical & Dental Council (PMDC) 

63 Dr. M.Sohail Hashmi Secretary 

Centre for Research on Poverty Reduction and Income Distribution (CRPRID) 

64 Dr. Mushtaq A. Khan  Director 

National Program for FP & PHC 

65 Dr. Raza M. Zaidi Deputy National Director 

66 Dr. Amer Attique Medical Officer 

67 Pakistan Institute Of Population Studies (PIPS) 

68 Mr. Asif.Armen Officer 

JICAパキスタン事務所 

69 山浦信幸所長  

70 石井羊次郎次長  

71 種村秀和所員  

72 田中香さん  

73 樫葉由美子さん  

パキスタンJICA専門家 

74 四方啓裕専門家 配属先：Pakistan Institute of Medical Sciences 

75 櫻田紳策専門家  

パキスタン青年海外協力隊 

76 毛利公彦隊員 配属先：Pakistan Institute of Medical Sciences, 職種：システムエンジニア 
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主な訪問議事録 

 

平成平成平成平成11115555年７月年７月年７月年７月28282828日（月）日（月）日（月）日（月）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：11111111：：：：15151515～～～～12121212：：：：10101010，，，，MOHMOHMOHMOH    

１．出席者： 

   相手側：Dr. Fahim Arsham Malik：Director General 

       Mr. Imran M. Malik：Database Supervision NHMIS Cell 

   日本側：安達団長、堀越団員、穂積団員、定本JICA団員、葦田JICA団員、吉田JICA職員、

渡辺コンサルタント団員、渡慶次コンサルタント団員（以下、調査団メンバーと

記す）、石井JICA次長、種村JICA所員、Mr. Sohail現地職員 

２．訪問目的：表敬、本格調査の説明事項 

３．協議内容（要約）： 

 (1) 安達団長（以下、団長と記す）より団員紹介後、Dr. Malik から責任部署の説明。 

 (2) 団長より本格調査実施の際のＣ／Ｐの構成人員として、NHMIS Cell、州、DISTRICTレベル

の人材も必要ではないかと提案。本格調査の目的として、「政策決定に活用できるシステムの

構築」を考えている。本格調査の大きな枠組みを説明。 

 (3) Dr. Fahimより情報システムの現状として、データの質の問題、徹底していないデータの流

れ（各医療施設から州レベルにいたるまで）、公的保健サービスの提供の現状（公的医療施設

がサービスを提供している割合は20％前後であり、残り68～80％は民間の医療施設が担って

いる）からHMISがカバーしている制限されたデータなどをあげていた。 

 (4) 団長より、本格調査実施後、その結果を全国展開するかどうかはパキスタン政府しだいで

あること。NHMIS Cellのためのセンター建設については、現時点にて必要性に疑問があり、

本格調査のなかに入れられないことを説明。 

 (5) Dr. Malikより、地方分権化が進み、MOHで州レベルまでコントロールできない事実があり、

地方への視察・協議を提案。それに対して今回、我々の情報収集のために、Sheikhupura、Gujrat

の行政機関、HMIS Cell、医療施設の訪問を予定していると回答。 

 (6) “National Health Policy Unit”は現在、来年立ち上げを目処に準備を進めている。 

 (7) 団長とDr. Malikとで、Ｓ／Ｗ署名の日時、人材などの確認。 

 (8) 保健省に依頼した質問票への回答はHMISのスタッフが情報入手し、Dr. Malikを介して来週

中に入手予定。 

 

ＢＢＢＢ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：16161616：：：：15151515～～～～18181818：：：：40404040、、、、JICAJICAJICAJICA事務所事務所事務所事務所    

１．出席者：省 略 

２．協議目的：HMIS、本格調査に関する調査団、専門家との意見交換 

３．協議内容（要約）： 
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 (1) 穂積先生より“NATIONAL WORKSHOP ON SYSTEM DESIGN REVIEW”（DR. MUSALINが

USAIDにてHMISについて説明した際の原稿）の資料を使ってHMISの現状、昨年アンケート調

査した現状分析結果を説明。 

 (2) 四方・桜田専門家より、データの質として、義務や押し付けでやらされている感が強く、

その結果いいかげんな記入が多い。OPD台帳には、患者の氏名、性・年齢、住所しか記入さ

れていないものも多いと指摘。記入の責任者として、自分の責任ではないと考えている医師

が多く、医師以外のスタッフがデータを記入している。 

 (3) 地方では、開発計画に決定権をもつ州議員や区議員が理解でき、計画に反映する情報が必

要である（田中JICA職員）。 

 (4) 保健サービスが提供されていない情報をMHIS（ROUTINE DATAを取り扱っている）ではと

れないので、調査（NON-ROUTINE DATA）をするしかなく、HMISに含むことはできないの

ではないか。（安達団長） 

 (5) パンジャブ州は紙の上での報告は良好だが、実際はうそが多い（四方専門家）。他の州と比

較してNWFPがデータの質の点で良い理由を分析する必要がある（堀越先生）。 

 (6) パンジャプ州の選択：地域選定としての条件（データ記載状況の良い地区、行政機関の意

欲があること、他のドナーが入っていない地区）について検討すべきである（四方・桜田専

門家、穂積先生）。PC２申請のため、早めに地域を決定することが必要（定本JICA職員）。 
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平成平成平成平成11115555年７月年７月年７月年７月29292929日（火）日（火）日（火）日（火）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：11111111：：：：40404040～～～～12121212：：：：30303030    

１．出席者： 

   相手側：Dr. Shafiquddin：Chief (Health) Planning & Development Division 

   日本側：安達団長、堀越団員、穂積団員、葦田JICA団員、Mr. Sohail現地職員、渡慶次コン

サルタント団員 

２．訪問目的：表敬、PC１情報、他情報交換 

３．協議内容（要約）： 

 (1) Dr. Shafiquddinより“Development Health Budget”が今年から動き、「保健管理情報システ

ムの整備計画」のPC２（調査のための予算実施計画書）はPlanning & Development Divisionに

承認される準備ができた。 

 (2) 団長から調査メンバーの紹介後、事前調査の目的（現行の保健システムの統合への支援内

容の確認、調査の枠組みの決定、Ｓ／Ｗ案・Ｍ／Ｍへの署名）を説明。さらに、現在の保健

サービスの改善のために、HMISの強化があると考えること。より良い共同作業ができるため

にMOH、NHMIS Cell、PROVINCEやDISTRICTレベルの人材などをメンバー構成とするSteering 

Committeeの設立を提案した。 

 (3) HMISの現状（民間病院のデータの欠如、現場からの月例報告が70％以上であり、保健セミ

ナーにて報告、DEWSにて収集されたデータはいろんな方面で活用されている）、“National 

Health Policy Unit”の設置が進んでいることことを説明（Dr. Shafiquddin）。 

 (4) 現在地方の保健サービス提供の責任管轄はDISTRICTであり、現状調査することは大切であ

り、大歓迎である。1993年のUSAIDの突然の援助凍結措置にはいまだに不満があるご様子（Dr. 

Shafiquddin）。 

 (5) 団長よりHMISリーソスセンターの建設は本格調査範囲外であり、実施しない旨を伝えた。

さらに、データの質の問題（全体の保健サービスの20％をカバーしていること、用紙記載が

医師以外で実施していること）を指摘。それに対して、Dr. ShafiquddinよりLHW-MISに関す

る用紙記載については、８年生を卒業したLHWが他ドナーの研修を受け、医師の代理で記載

していることもあるらしく、現実として、LHWの再教育にて技術向上を図ることが必要と説

明があり。 

 

ＢＢＢＢ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：12121212：：：：50505050～～～～14141414：：：：00, 00, 00, 00, USAIDUSAIDUSAIDUSAID    

１．出席者： 

   相手側：省 略 

   日本側：調査団メンバー、吉田職員、石井JICA次長、種村JICA所員、Mr. Sohail現地職員 

２．訪問目的：本調査の意見・情報交換 

３．協議内容（要約）： 
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 (1) 団長から調査メンバーの紹介後、本格調査の目的と協力の枠組み（案）の説明。 

 (2) USAIDからHMISが取り扱うデータに入院患者データを入れるのかという質問に対して、団

長より現行の外来データのみが対象と回答。 

 (3) USAID側としては、今後HMISに直接的な支援は考えていないが、現に動いているHEALTH 

PROJECTを介して、研修などで間接的にはHMISにも貢献している。 

 (4) 団長より、昨日会見したDirector General PlanningのDr. Malikとの協議内容（MOH、NHMIS 

Cell、PROVINCEやDISTRICTレベルの人材などをメンバー構成とするSteering Committeeの開

催、NMISセンターの建設は考えていないなど）を説明。 

 (5) USAIDからこれまでのパキスタン側の対応（成果がみられない、データのフィードバック

がないこと、「量」をとらえていない）を説明。NHMISに関しては、パキスタン政府のコミッ

トメントが非常に懸念されると表明。さらに、USAIDは保健分野として、FP、MCH、ヘルス

システム強化を中心に支援する。 

 (6) ８月５日（火）にJICA事務所にて、他ドナー会議が予定されており、その際に、本格調査

で実施する内容、パイロットエリアなどの話ができるだろう（吉田JICA職員）。 

 (7) ポリオプログラム支援関連のため、パキスタンに来たDr. Ogdenは、これまでのパキスタン

の同プログラムを高く評価しているとのこと。石井次長より、CDCのスタッフがパキスタン

での支援を希望している旨を伝えた。このあと、定本団員と吉田団員が引き続き協議を実施

した。 

 (8) USAIDから他ドナー間の協調を提案。今後不必要なデータは削除すべきで、パキスタン側

に提言すべきである。 

 (9) 現在、HMISが十分機能していない理由に、情報を活用する役割をもった部署がMOHに存

在していないことが大きい。今後は、“National Health Policy Unit”がHMISを活用する主要な

部署となり、結果としてHMISの質が重要となってくる。 

 (10) 依頼した質問票への回答は８月５日（火）にDr. Ahsanより入手予定。 

 

ＣＣＣＣ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：14141414：：：：15151515～～～～15151515：：：：15, 15, 15, 15, NIHNIHNIHNIH    

１．出席者： 

   相手側：Dr. Athar Saeed Dil：Executive Director 

   日本側：安達団長、堀越団員、穂積団員、葦田JICA団員、Mr. Sohail現地職員、渡慶次コン

サルタント団員 

２．訪問目的：DEWSに関する情報収集、他 

３．協議内容（要約）： 

 (1) 団長よりメンバーの紹介。今回の事前調査の目的を説明。NHMISの現状（上記参照）列挙。 

 (2) Dr. DilよりJICAの支援として、シリンダ付のワクチン供与や短期ではなく長期専門家の派

遣をという要望の注文があり。 
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 (3) DEWSはDaily Reportであり、15の疾患を対象としている。さらに、明日開催されるセミナ

ーでは、1,800人（？）を対象とし、知識を広めること、データ入手の必要性を認識させるこ

と、15の疾患のうち９（Common Disease）のみが対象であることを主目的としている。 

   さらに、ワークショップを利用して、伝統医療師（祈祷師）に対して、診療行為の邪魔を

するつもりはなく、診断をつけてほしいという要望を出したり、Allopathy（対症療法）と

Homeopathy（同毒、原因療法）について研修することもある（Dr. Dil）。 

 (4) 民間を取り込むには法的なRegulationが必要である。さらに、Medical Councilの役目は医師

の登録のみであり、登録した医師の勤務先が民間か公共かどうかの情報は入手していない

（Dr. Dil）。 

 (5) お互いに情報・意見交換の場として、パキスタン側Ｃ／Ｐ及び関係者、日本側コンサルタン

ト、他ドナーを構成メンバーとするSupervising Committeeを開催する際の協力を依頼。 

 (6) HMIS CellはNIHに近接していて機能的である。保健情報リーソスセンター計画についての

PC１を提出し、そのための敷地もNIH内に確保してある。 

 (7) さらに、詳細なNIH、DEWSに関する情報は後日入手する予定。 

 

ＤＤＤＤ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：15151515：：：：30303030～～～～17171717：：：：00, 00, 00, 00, WHOWHOWHOWHO    

１．出席者： 

   相手側：Dr. Khalif Bile Mohamud：Reprentative 

       Dr. Altaf Hissin Bosan：GAVI Immunization Advisor（Hep-B）  

       Dr. Faizullch Kakar：疫学者 

       Dr. Musalin：NHMIS Cell 

   日本側：安達団長、堀越団員、穂積団員、葦田JICA団員、Mr. Sohail現地職員、渡慶次コン

サルタント団員 

２．訪問目的：HMISに関する情報・意見交換 

３．協議内容（要約）： 

 (1) 団長より事前調査の目的、調査メンバーの紹介、HMISの現状の説明。 

 (2) USAIDがHMISへの支援を打ち切ってからここ数年はWHOがかなりの面で支援をしてきて

おり、現在、再構築の段階にある。182種類ものに及ぶ10年間のデータは膨大であるが、まだ

完全に活用するに至っていないことは問題である。さらに、入院患者データや２次以上の医

療施設のデータをどう取り込むのかDEWSをいかにHMISと統合するか検討中である（Dr. 

Khalif）。 

 (3) MHISで取り扱うデータについては、必要なデータは何か、どのようなManagementが必要か

を吟味することが大切である（団長）。 

 (4) 現在、HMISを直接的に支援しているのはWHOのみであり、マニュアルの開発、GISの研修、

用紙の改定など他ドナーの支援を求めている（Dr. Musalin）。 
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 (5) 本格調査は今年の11月ごろの開始を予定しており、調査団を派遣する。これまでの協議を

踏まえて、現状において、HMISのみを支援するのは将来の継続性などから考慮すると難しい。 

   今後、データの質の問題、保健サービス提供の現状（医師が不在、医薬品の不足などで質

が悪い）などを踏まえて、調査内容を検討したい（団長）。 

 (6) “National Health Policy Unit”主導の下で、National Health Surveyを2004年１月に実施する

予定である。 

 (7) “Use of Information”のトレーニングマニュアルが８月に発表され、TOTを開始する予定

である。この分野でWHOはJICAと協力したい。 

 (8) プログラムマネージャーたちは、HMISから得られた情報がrelevantではないという印象を

もっている。WHOは各プログラムから、どのような情報が必要かをヒアリングし、指標の見

直しを行っている。 

 (9) パキスタンMOHはHMISに配分する予算をもっていない。 JICAの開発調査がMOHを

advocateして、HMISについてawarenessを高めることを期待している。 

 (10) MOHは、HMISがPRSPの指標の根拠を与えるという観点からその重要性を認識し始めてい

る。 

 (11) 後日質問票に対する回答を入手予定。 
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平成平成平成平成11115555年７月年７月年７月年７月30303030日（水）日（水）日（水）日（水）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：12121212：：：：05050505～～～～13131313：：：：10, 10, 10, 10, WBWBWBWB        

１．出席者： 

   相手側：Dr. Inaam ul Haq 

   日本側：調査団メンバー、Mr. Sohail現地職員 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）： 

 (1) メンバーの紹介後、今回の事前調査にいたる経緯、本格調査の枠組みについて説明（団長）。 

 (2) MHISが取り扱うデータは現時点では決定していないが、他の個々のプロジョットの情報シ

ステムが収集しているデータを統合するかどうかは、検討中である（団長）。 

 (3) 「National Health Policy Unit」が今後収集されたデータをどのように活用するか、実際活用

し、政策決定にいたるまでの情報分析などを担うことを期待している（団長）。 

 (4) 保健分野にて現在WBが支援している内容として、ポリオ根絶のために、20Mil.ドル（2003

～2005）、HIV/AIDSのために、37Mil.ドル（2004～2008）があり、今後Disease Surveillance System

の強化をCDCとともに支援する予定である。 

 (5) HMISの問題として、多くの情報システムがあり、ひとつの統合した情報システムがなく、

重複している部分も多いこと、継続的な経済的な支援（1993年USAIDが支援停止のためプロ

グラムが頓挫した）が必要であり、HMISで取り扱うデータにも吟味しつつ、患者データ、人

材、施設状況、Logistics情報も必要である（Dr. Altaf）。 

 (6) FLCFから入手したデータはDistrict、Province、Nationalに報告するに従って、報告するデ

ータを10種類前後のINDICATERに限定すべきである（Dr. Altaf）。 

 (7) HMISを改善することが、本当に保健行政のMANAGEMENT改善に結びつくと考えるかと質

問した（堀越団員）のに対し、残念ながら「YES」ということはできない。ただし、HMIS改

善に加えて地方分権への支援を重ねることができれば、効果をあげることが期待できる．対

象はDistrictであるべきと考える。地方分権に関する世銀の報告レポートを葦田に送付する。 

 (8) 現在地方の予算は大体40％がProvince、60％がDistrictに配分されているが、実際３か月ご

とに支給される予算は遅れがちである（Dr. Altaf）。 

 (9) 地方分権化戦略文書は葦田氏とJICA現地事務所に後日送付される。 

 (10) 地域の特定として、Human Development Indexを使って、HDIが良い地域と悪い地域の２か

所を選択すると良いのではないか（Dr. Altaf）。 

 (11) Districtレベルのそれぞれの保健医療施設では finance維持管理能力が弱いので、Finance 

Report（Finance Unitにて入手可能）を確認したほうがよい（Dr. Altaf）。 

 

ＢＢＢＢ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：12121212：：：：05050505～～～～13131313：：：：10, 10, 10, 10, UNICEFUNICEFUNICEFUNICEF    

１．出席者： 
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   相手側：主要面談者リスト参照 

   日本側：調査団メンバー、Mr. Sohail現地職員 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）： 

 (1) メンバーの紹介後、今回の事前調査にいたる経緯、本格調査の枠組みについて説明（団長）。 

 (2) UNICEFの現在の保健分野での支援内容として、EPI、MCH、下痢対策、PHCなどである（詳

細は後日質問票の回答から入手）。USAID、UNFPAとの協調プログラムを開始しており、特に

地方分権化の下でのProvinceレベルのLHWに対するPHC関連の研修を実施している。 

 (3) DFIDが「HEALTH POLICY UNIT」を支援することになり、Provinceレベル、Districtレベル

の人材も動員するとよいと考えている（団長）。 

 (4) 個々のプロジェクトがもつ情報システムとHMISとが統合するにしても、必要な情報のみに

限定するとよい。 

 (5) USAIDの支援で実施したHMISに関する調査結果（ワークショツプ）は、USAIDの許可が下

りた際に提供したい（穂積団員）。 

 (6) Sterring Committeeのメンバーとして、MOH関係者以外にも、Province、Districtレベルの人

材も含まれるべきだと考えている（団長）。 

 (7) 本格調査のSterring Committeeには、財務省からぜひメンバーを加えるべきである。また、

パキスタンの各州はそれぞれ固有の問題をかかえているので、パンジャブ州だけでなく、他

の州のDistrictのテスト地域として選ぶべきと考える。 

 (8) PROVINCEの選出には、基準が必要だが、対照的な地域数か所を選出するほうがよい。 

 (9) USAIDの例にみられるように、ドナーからの支援は一時的であり、Sustainabilityを確保する

ためには、ハキスタン政府からのコミットメントが必須である。 

 (10) 質問票に対する回答は既にJICAへ提出済み。 
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平成平成平成平成11115555年７月年７月年７月年７月31313131日（木）日（木）日（木）日（木）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：10101010：：：：15151515～～～～11111111：：：：10, 10, 10, 10, GujratGujratGujratGujrat    Executive District OfficeExecutive District OfficeExecutive District OfficeExecutive District Office        

１．出席者： 

   相手側：Dr. Agha Nadeem：Gujrat District Cordinate Officer 

   日本側：穂積団員、定本JICA団員、渡慶次コンサルタント団員、Dr. Musalin 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）：表敬、他 

 (1) 定本JICA団員より、我々の訪問目的、本格調査の説明。Dr. Musalinと穂積団員より追加説明。 

 (2) データの質の向上には医師の意識を高めることが必要であり、HMISが入手するデータの検

討、さらに、入手したデータをどのように活用するのかを吟味することが大切である（Dr. Agha）

 (3) DISTRICTが抱えている問題として、医師を確保すること、他の事業を実施するための予算

が不足していることを挙げている（Dr. Agha）。 

 

ＢＢＢＢ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：11111111：：：：30303030～～～～12121212：：：：30, 30, 30, 30, GujratGujratGujratGujrat    Executive District Office, Health DepaExecutive District Office, Health DepaExecutive District Office, Health DepaExecutive District Office, Health Departmentrtmentrtmentrtment    

１．出席者： 

   相手側：Dr. Syed Talat Iqbal：Executive District Health Officer 

   日本側：穂積団員、定本JICA団員、渡慶次コンサルタント団員、Dr. Musalin 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）： 

  Dr. Syedよりあらかじめ用意された資料を使って説明があり、以下概略である。  

 ・Gujrat Districtは人口224万人、union数119、locality数1091である。 

 ・Health Departmentの主な活動は、保健行政担当、保健プログラムの計画と開発、管轄する保

健医療施設の管理（予算、設備、人材）、住民への予防・治療のための保健サービスの提供な

どである。 

 ・管轄する保健医療施設は、DHQ=１, THQ=１, RHC=９, BHU=89, MCH Centers=10, GRD

（GOVT.）=３, Dispensaries=17, Civil Hospital=２, G.M.Hospital=１の合計133である。 

 ・HMISの導入は1993年から開始され、1994年に研修が終了した。現在、３台のコンピューター

が設置されているが、うち２台はWHOから供与されたものであり、EPI専用であるが、HMIS

の作業に使わせてもらっている。 

 ・各レベルの責任担当及びデータ入力方法、Data Reporting、Time Table Feed Backなどの情報

は後日詳細に報告されるのでここでは省略する（資料参照）。 

 ・各保健サービスの提供状況を月ごとに一覧表にする程度に整理されている。 

 

ＣＣＣＣ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：10101010：：：：15151515～～～～16161616：：：：30, 30, 30, 30, BHU/ RHC GujratBHU/ RHC GujratBHU/ RHC GujratBHU/ RHC Gujrat    DistricDistricDistricDistrictttt    

１．出席者： 
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   相手側：省 略 

   日本側：穂積団員、定本JICA団員、渡慶次コンサルタント団員、Dr. Musalin 

２．訪問目的：施設訪問、HMISの現場視察 

３．視察内容（要約）： 

施設名 職員構成 外来患者数 病床数 サービス内容 

Hinjhra BHU 医師１、助産師１、薬剤
師１、他 

35人（7/31） 
4,212 
（1/1-7/30） 

３床 一般外来、EPI、母子保健、FPなど 

Gorala BHU 医師１、助産婦１、薬剤
師１、 
検査技師１、他 

64人（7/31） ５床 一般外来、EPI、母子保健、FPなど 

Shadiwal RHC 医師２（女医１）、歯科
医師１、助産婦１、薬剤
師１、検査技師１、他 

120人/日 12床 一般外来、女性専用外来、歯科診療、
EPI、母子保健、FPなど 

 ・どの施設でも患者台帳は医師によって記載されている。その他の各種台帳も記載されている。 

 ・BHUのサービス時間は日曜（休日）以外は８：00～14：30、RHCは24時間体制である。 

 ・患者が独自に２次・３次医療施設へ直接受診するため、BHU/RHCから搬送される患者は少

数。 

 ・初診料は一律１ルピーであり、原則として医薬品・検査は無料。 

 ・どの施設の医薬品棚にはかなりのストックがあり、きれいに整理・整頓されている。 

 ・Shadiwal RHCには外科手術室と最低限の設備があるが、使用されていない。 

 ・検査室では、尿検査、一般血液検査、喀痰検査が行われており、主として、結核の喀痰検査

や貧血検査が多い。 

 ・Shadiwal RHCを視察した際、LHWの研修が実施されていた。ちなみに、LHWは月1,330ルピ

ー、Supervisorは3,300ルピーの報酬を政府から支給されている。 
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平成平成平成平成11115555年８月１日（金）年８月１日（金）年８月１日（金）年８月１日（金）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：９：．時間と場所：９：．時間と場所：９：．時間と場所：９：15151515～～～～10101010：：：：00, 00, 00, 00, Secretary Planning & Development BoardSecretary Planning & Development BoardSecretary Planning & Development BoardSecretary Planning & Development Board    

１．出席者： 

   相手側：Mr. Sohail ahmed：Secretary Planning & Development Board 

   日本側：調査団メンバー、Mr. Sohail現地職員、Dr. Musalin  

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）：表敬、他 

 (1) パキスタンからの「HMIS」の整備計画要請の経緯、これまでの他ドナーとの協議、実際に

末端の保健医療施設の現場を視察したうえでのHMISの問題点などを説明（団長）。 

 (2) HMISの必要性（優先すべき保健プログラムの決定、医薬品などの在庫・資金計上のために

情報が必要であるためなど）、1999年に地方分権化が導入され、今年更に拍車がかかり、地方

保健行政はProvinceからDistrictに降りてきており、Districtは自らの保健プログラム策定、医

薬品購入のための情報がますます必要となってきている。現在、末端の保健医療施設ではい

まだにデータを用紙に記入している状況で、コンピューター化が必要であり、それゆえ、JICA

の支援を期待している（Mr. Sohail ahmed）。 

 (3) HMISは地方分権化に適応する形にRedesignされるべきである。Management decisionは

Districtレベルで完結する。”right medicine at right time in right place”これが良いmanagement

であり、こうした結果を出すことがHMISの目的であるべきである。 

 (4) User Friendlyなマニュアルを用意しなければならない。特にFLFCにおいて十分にHMISが

活用されるための必須条件である。 

 (5) UNICEFによるMultiple Indicator Cluster Survey（Baseline Survey）が実施される予定である

（Mr. Sohail ahmed）。 

 (6) 現在HMISには民間病院のデータが全くなく、保健サービスの80％も民間セクターが担って

いることから無視できない（Dr. Musalin）。ただえさえ膨大なデータ入手で末端の職員には負

担が大きく、十分に活用されていないというのに、何のためにとるのか、民間セクターのデ

ータをとる責任はないし、必要もない（Mr. Sohail ahmed）。 

 

ＢＢＢＢ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：10101010：：：：15151515～～～～12121212：：：：00, 00, 00, 00, Health DepartmentHealth DepartmentHealth DepartmentHealth Department, , , , Government of the PanjabGovernment of the PanjabGovernment of the PanjabGovernment of the Panjab    

１．出席者： 

   相手側：主要面談者リスト参照 

   日本側：調査団メンバー、Mr. Sohail現地職員、Dr. Musalin 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容  

 (1) 個々の保健プログラムの情報システム（TB、マラリア、EPI、HIV/AIDS、LHW、DEWS）

のデータが重複しているおり、さらに末端にて必要のないデータがルーチンで取られている。 
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 (2) 個々の保健プログラムを独自に見直しをしてもらい、不必要なデータを削除し、HMISと統

合できるデータについては統合すべきである。既存のプログラムごとに存在する情報システ

ムを統合する目的は、１.プログラム間のCoordinationを促進し、情報共有を実現すること、

２.末端におけるデータ入力の重複をなくして、業務を効率化すると考えている。現実的には

Core IndicatorだけをHMISに統合するのが良い。 

 (3) Districtの担当責任者（Executive District Health Officer）がPlanning Managementの情報を共

有するために、定期的な会議の開催が期待できる。 

 

ＣＣＣＣ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：15151515：：：：00000000～～～～16161616：：：：00, 00, 00, 00, UNICEF PNAJAB officeUNICEF PNAJAB officeUNICEF PNAJAB officeUNICEF PNAJAB office    

１．出席者： 

   相手側：Dr. Fazal Mahmood Khan：Program Officer（Health & Nutrition） 

   日本側：穂積団員、葦田JICA団員、渡慶次コンサルタント団員 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）： 

 (1) PANJAB州におけるHMISの現状及び問題点として、個々の保健プログラムがそれぞれの情

報システムをもち、重複したデータを入力していること。次に、州レベルからDistrict、末端

の保健医療施設へのFeedbackがないこと、さらに、Monthly Reportは活用されていないので、

活用すべき（データの質が良ければ、使用されるはずだ）などをあげている。 

 (2) 保健プログラムは国レベルからの押し付けではなく、Districtが独自に策定すべきである。 

 (3) PANJAB州UNICEF事務所は直接的にはHMISを支援していないが、JICAがHMISを支援する

場合、研修の面で協力ができるだろう。 

 (4) PANJAB州UNICEF事務所は、EPI（３Districts）、Reproductive Health(3)、MCH(2)などを主

として支援している。 

 (5) Multiple Indicator Cluster SurveyのPre –Testが近日中に開始される。 

 (6) PANJAB州は全人口の62％も占める州で、他の４州と比較しても、保健指標も良い。詳細

は「Punjab Development Statistics, Lahore 2002」を参照にするとよい。 

 (7) UNICEFFは４つの州に地方事務所を置き、PANJAB州には、UNICEFの事務所のみがある。 

 (8) 保健セクターの再委託現地コンサルタントとして、二人を紹介されたが、後日メールにて

連絡先を連絡してくれるとのこと。 
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平成平成平成平成11115555年８月２日（土）年８月２日（土）年８月２日（土）年８月２日（土）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：９：．時間と場所：９：．時間と場所：９：．時間と場所：９：00000000～～～～13131313：：：：00, 00, 00, 00, Director Health Services in PANJABDirector Health Services in PANJABDirector Health Services in PANJABDirector Health Services in PANJAB    

１．出席者： 

   相手側：各保健プログラム担当  

   日本側：穂積団員、定本JICA職員、渡慶次コンサルタント団員 

２．訪問目的：各保健プログラム担当からの情報収集 

３．協議内容（要約）： 

 (1) MCH  Dr. Nusrai Jabeen：Coordinator 

  ・現在15のDistrict（選出の理由は分からない）をパイロットスタディ（UNICEFの支援）と

し、MCH関連のQuarterly Regular Reportingを１～２年前（担当が新しく変わり、正確に知

らなかった）から開始している。  

  ・今月８月の下旬に、政府、ドナー、NGO、各レベルの責任者を交えたセミナーの開催を予

定している。 

  ・PANJAB州は面積が広いため、北部と南部とで異なり、一般的に北部に比べて南部は各保

健指標も悪い。 

  ・MCH Quarterly Reporting FormはA４サイズの２ページで、General Information, Personnel 

Management, Resource Management, Performance Monitoring Indicators, Status of Following, 

Linkages Meeting Held, Vital Statisticsから構成されている。  

 

 (2) EPI  Dr. Tanwir Ahmad：EPI担当 

  ・PANJAB州のEPIはパイロットプロジェクトとして1978年に開始され、1983年には国家保健

プログラムになった。EPIの対象疾患は７つ（ポリオ、ジフテリア、百日咳、結核、破傷風、

はしか、B型肝炎）であり、パキスタン全体において５才以下の乳幼児の死亡原因の48％

がEPI対象６疾患で占められている。 

  ・EPIの目標は、2005年までにポリオの根絶と新生児破傷風の軽減、2010年までにはしかの根

絶、ジフテリア、百日咳、結核、B型肝炎の罹患と死亡の軽減をめざしており、活動とし

て、定期的な予防接種、追加的な大規模な接種キャンペーン、Disease Surveillance、限定的

な地域での接種キャンペーンである。 

  ・定期的な予防接種の月例報告（１枚の用紙）が各DistrictのVaccinators（６か月の訓練を受

けた予防接種をする職員）より月末に開催される月例会議にて提出される。翌週に州のEPI

担当に報告される。さらに、翌週保健省のEPI Cellなどに報告される。データは分析され、

低い接種カバー率、ワクチンと注射針供給状況などの情報が各Districtにフィードバックさ

れる。 

  ・Disease Surveillanceでは、EPIの７つの疾患がすべての保健医療施設からEDO/DOHに報告

される。 
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 (3) マラリア  Dr. Saleem, M.Rana：Dupty Programme Manager 

  ・マラリア撲滅プログラムは1960年から開始されており、PANJAB州においても2001年から

マラリア多発Districtを中心に、集中的にプログラムが実施されている。 

  ・マラリア撲滅プログラム戦略は、早期発見・診断・治療と媒介ベクターのコントロールに

ある。早期発見・診断・治療は24時間以内に実施され、発熱を訴えて来院した患者の70～

80％がマラリア患者であることから、診断がつく前に治療を開始している。治療薬は副作

用が強く、２才以下の乳幼児や妊婦には投薬を禁止され、一般には販売されていないため、

治療薬の在庫管理は徹底されている。 

  ・月例報告用紙は34種類（１枚は保健医療施設が記入し、残りの用紙はSupervisorが記載する）

もあり、５つの活動（Geographical Reconnaissance Activities, Entomological Activities, 

Malariometric Activities, Spray Activities, Monthly Consolidation Activities）に使用されている

HMISと統合できるデータを検討中で、WHOも賛成している。 

  ・同プログラムの問題として、末端の保健医療施設での職員（主に検査する人員）や財源の

不足、常時Logisticsの不備、SupervisionやMonitoringのための車両がないことをあげている。

また、DistrictからきたデータをHealth Departmentにてコンピューターに入力するが、ソフ

トがないものがあったり、コンピューターをアップグレートしたいが予算がなく、そのま

まになっている。 

  ・同プログラムの責任者は、DistrictのCDC Officerと媒介ベクター担当（昆虫学者？）である。 

  ・今月６日にWHO主催のワークショップが開催される。 

 

 (4) HIV/AIDS  Dr. Ahmed Nadeen：Monitoring & Evaluation Officer 

  ・HIV/AIDS予防プログラムがIDA、CIDA、DFID、UNの支援（総額36.98Mil．ドル）を受けて、

PANJAB州13のDistrictで2002年から開始された（2007年終了予定） 

  ・HIV/AIDS Surveillance Centersとして２か所の研究機関（公衆衛生研究所、Quaid-e-Azam

医科大学・病理学部門）と10か所の医療施設（５か所のDistrict病院、５か所の民間病院）

を指定している。当センターでは、献血・輸血血液の検査、HIV/AIDSに感染する可能性の

ある男女（Sex-Worker、麻薬常習者、同姓愛者など）や妊婦を中心に血液検査を実施し、

実態の把握、感染の拡大防止に努めている。 

  ・現在、パキスタン全体としてもHIV/陽性患者・AIDS患者の報告例は少ない（2001年末でそ

れぞれ1,886人、222人）が、WHO/USAIDが70,000人～80,000人のHIV/陽性患者がいると

推定しており、継続的な監視が必要である。 

  ・HIV/AIDS Surveillance Report用紙がAサイズで２枚あり、HIV/AIDS 患者数、性・年齢別AIDS

患者数、感染経路別AIDS患者数、グールプ（High Risk・Low Risk）別HIV検査結果を記載

することになっている。さらに、報告用紙として、HIV/陽性患者用とAIDS患者用とがある

（職業、性・年齢、感染経路、市名、国籍、現在の臨床所見）。報告はNIHへ提出される。 
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  ・GUJRATにあるDHD研修センターにて、HIV研修コースが実施されるほかに、マラリア、ARI、

TBなどの研修、病院管理、経営管理に関する研修も実施されている。新規にMedical Officer

になる医師への研修が義務づけられている。JICAがHMISに関する研修を実施する際にも当

研修センターを活用できる。 

  ・HMISに統合できるHIV/AIDSの情報として、性行為感染症患者数、末端の保健医療施設に

て報告されたHIV/AIDS患者数、３か月ごとに実施されるHIV/AIDSに焦点をあてた健康教

育活動の回数、HIV/AIDSの配偶者及びその家族の追跡、HIV、B型肝炎とC型肝炎のための

スクリーニング検査や輸血サービスの情報をあげている。 
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平成平成平成平成11115555年８月４日（月）年８月４日（月）年８月４日（月）年８月４日（月）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：11111111：：：：00000000～～～～12121212：：：：00, 00, 00, 00, WHPWHPWHPWHP（（（（WomenWomenWomenWomen    Health ProjectHealth ProjectHealth ProjectHealth Project））））    

１．出席者： 

   相手側：Mr. Malik Thex Afzal：Dupty Project Director 

       Dr. Tariq Azim：Chief Technical Adviser 

   日本側：穂積団員、吉田JICA団員、渡慶次コンサルタント団員 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）： 

 (1) 2001年アジア開発銀行（ADB）の資金（7,500万ドル）提供を受け、４州20のDISTRICTに

て活動を開始した。同プロジェクトの情報システムは、LWHからのMCH関連の情報収集、産

科関連の緊急サービスを提供している産科病院からの産科関連の情報収集が主である。後者

はうまく機能しているとはいえない状況である（Dr. Tariq）。 

 (2) ４州20のDISTRICTにおいて、Communityレベルのケルスケアと家族計画を担う人材として

8,000人のLHWをリクルートし、彼女らの研修、基礎器材の供与、監督・評価を実施してい

る。さらに、産科医院の助産師への研修も実施している（Dr. Tariq）。  

 (3) 今月19日、20日に医療施設からの現状分析を発表するセミナーが開催される（Mr. Malik ）。

日本からの参加も許可してほしい。JICA事務所の担当に情報を伝える（穂積団員）。 

 (4) 現在個々のプロジェクトがそれぞれの情報システムをもち、重複や不必要な情報収集が行

われていることから、HMISと統合できるところは積極的に協力してほしい（穂積）。各ドナ

ーとプロジェクト・コディーネーターとの連携も大切である（Dr. Tariq）。 
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平成平成平成平成11115555年８月５日（火）年８月５日（火）年８月５日（火）年８月５日（火）    

ＡＡＡＡ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00, 00, 00, 00, JICAJICAJICAJICA事務所事務所事務所事務所    

１．出席者： 

   相手側：主要面談者リスト参照 

   日本側：調査団メンバー、樫葉企画調整員、Mr. Sohail現地職員 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）：ドナーとの協議 

 (1) 団長からドナー協議の開催目的の説明と調査団メンパーの紹介。 

 (2) 葦田JICA団員より開発調査、本格調査の枠組み及びＳ／Ｗを説明。 

 (3) 今回我々が目指す保健情報システムというのは、保健サービスのManagementを向上させる

ための情報システムを目指すものであり、National HMISとも統合を行う（団長）。 

 (4) 他の情報システムのデータも含むかという問い（USAID）に対して、現存する各プログラ

ム（TB、マラリア、MCHなど）の情報システムのデータも対象となる。統合の目的は、デー

タの重複をなくし、末端のスタッフの負担を減らすことと、さらに現場で不必要なデータは

削除することである（団長）。 

 (5) ２次、３次医療施設のデータも含めるのかという問い（USAID）に対して、Situation Analysis

の結果を踏まえて、範囲を決定する。新しい情報システムを作るのではなく、現存する情報

システムを改良・改善するものである（団長）。 

 (6) 今回JICAが情報システムの改善に着手することは大歓迎だが、10年前USAIDがやったこと

の繰り返しになるのではないか危惧している（WHO）。また、例えば、PANJAB州において

HMISの職員の給料未払いがあったり、データが全く使用されていない状況にある（WHO）。 

 (7) 180種類以上にも及ぶ指標は膨大であり、情報が活用されない理由の調査、だれが何のため

にどのように使うのか明確にすべきではないか（DFID）。現存する情報システムは情報の活

用が行われていないシステムとなっており、情報収集の段階でとどまっている。それゆえ、

各ドナーとの協調が必要である。本格調査の結果の各ドナーとの共有を期待したい（団長）。

短期間で集中的に他ドナーやMOHも巻き込んで実施したほうがよい（DFID）。 

 (8) HMISのSituation Analysisでは、１次の末端のデータを対象としており、登録、月別報告、

FEEDBACKなどの状況をみる。マニュアルも作成する（穂積団員）。要請主義をとっている

日本の外務省はENDUSERの声も反映してほしい（USAID）。 

 (9) 過去のUSAIDの支援の教訓として、パキスタン政府の資金計画を確認すべきである。保健

行政の各レベルで必要な情報が何か、吟味する必要があるし、活用できる情報システムを考

えほしい（WB）。 

 (10) 穂積団員が既存のHMISの現状と課題を説明。 

 (11) ８月１日のSecretary Planning & Development BoardでのMr. Sohail ahmedとの協議内容の概

略を説明（団長、詳細は前ページを参照）。 
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 (12) 情報システムのために作成した用紙や研修マニュアルは多くのプロジェクトやドナー間

で共有すべきである。さらに、INDICATERの選択は十分に協議して決めることが大切である

（WHO）。 

 (13) Federal Bureau of Statisticsをもっと活用すべきであり、巻き込んではどうか（USAID）。

Federal Bureau of StatisticsはPRSPの指標を作る責任がある（WB）。Federal Bureau of Statistics

をSteering Committeeのメンバーにいれるかどうかは検討する（団長）。 

 (14) 他ドナーに期待することは何かという問い（USAID）に対して、ドナー側、政府側、各プ

ロクラム（プロジェクト）の関係者とは密に連携をとる必要がある。そのために情報を共有

し、INDICATERが全員で使えるようにしたい（団長）。 

 (15) 地方分権化で、実際の保健行政には地方行政機関が大きく関与している（WB）。DFIDや

USAIDが保健行政のManagement強化を支援しているので期待したい（団長）。 

 

ＢＢＢＢ．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：．時間と場所：15151515：：：：20202020～～～～16161616：：：：20,20,20,20,    Save The ChildrenSave The ChildrenSave The ChildrenSave The Children    

１．出席者： 

   相手側：Dr. Nabeela Ali：Deputy Director 

       Dr. Hashim Popalzai：Deputy Program Manager 

       Mr. Coralie Turbitt：Field Office Director 

   日本側：穂積団員、渡慶次コンサルタント団員 

２．訪問目的：HMIS、他情報・意見交換 

３．協議内容（要約）： 

 (1) 穂積団員より本格調査を説明し、協力を依頼。 

 (2) 地域は１州のみを選択するよりも４州すべて実施したほうがよいし、実施期間も前回の失

敗（研修を終了するのに８年も要した）を反省し、短期間で集中するとよい（Dr. Hashim）。

地域によっては治安上の観点から日本の外務省が滞在禁止にしている地域もあるので検討が

必要である（穂積団員）。 

 (3) 我々としてもDISTRICTレベルの情報を入手するのは困難であるので、いずれかに末端の医

療施設のデータを活用したい（Dr. Hashim）。 

 (4) Pre-Testにおいて、ある特定の地域においてJICAによる研修、用紙やマニュアルを新たに

作成するので活用できる（穂積団員）。 

 (5) 保健分野での調査経験のあるコンサルタントの情報は後日メールにて情報を渡慶次団員に

提供してくれるとのこと（Dr. Hashim）。 

 (6) SAVE THE CHILDRENは、パキスタン在住のアフガン難民の開発プログラムを支援するた

めに1985年バキスタン・アフガニスタンフィールド事務所をバキスタンに設立した。1999年

８月にHARIPUR Districtにて Reproductive Heath Projectを開始した。RH Projectは、同District

のHEALTH SYSTEMを強化するために、１次、２次レベルの保健医療施設の修復、包括的な

緊急産科サービスの支援、HMISの強化などを実施している。詳細は後日報告書にて記載する。 
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パキスタン国保健管理情報システム整備計画事前調査 
現地収集資料リスト(2003年８月15日現在) 

No. 資料名 出 所 形 態 発行年 

１ GUIDELINES FOR GASTROENTERITIS INCLUDING CHOLERA CONTROL WHO/NIH Original 2002 

２ DISEASE EARLY WARNING SYSTEM (DEWS) CASE DIFINITIONS OF INFECTIOUS DISEASES WHO/NIH Original 2001 

３ DISEASE EARLY WARNING SYSTEM (DEWS)  
CASE DIFINITIONS, MANAGEMENT & PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES 

WHO/NIH Original 2002 

４ PC-II FOR DELOPMENT STUDY ON IMPROVEMENT OF NATIONAL HEALTH MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM (2003-2004) 

WHO/NIH Copy 2002 

５ PUBLIC SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME 2003-04 GOP, PC Copy  2003 

６ NATIONAL HEALTH POLICY 2001 THE WAY FORWARD, AGENDA FOR HEALTH SECTOR 
REFORM 

MOH Copy 2001 

７ AN ANALYSIS OF ESSENTIAL DRUGS CONTRACEPTIVES & VACCINES AT GOVERNMENT 
HEALTH FACILITIES 

WHO/NHMIS Original 2003 

８ UTILIZATIN OF PUBLIC HEALTH FACILITIES IN PAKISTAN NHMIS Copy 2003 

９ MODULE ON USE OF INFORMATION AT DISTRICT LEVEL, USER’S MANUAL UNFPA Copy 2002 

10 REVIEW AND ASSESSMENT OF TECHNICAL ASSISTANCE NEEDS OF PROVINCIAL HEALTH 
AND POPULATION WELFARE SYSTEMS 

USAID Copy 2003 

11 NATIONAL DESIGN REVIEW PROCESS FORMATS OF REVISED HMIS TOOLS (MAY 2003) NHIMS Copy 2003 

12 EXECUTIVE DISTRICT OFFICER, HEALTH DEPARTMENT DISTRICT GUIRAT- MYTHA & 
REALITIES IN DISTRICT GUIRAT 

HMIS IN 
DISTRICT GUIRAT 

Copy 2002 

13 HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM HMIS IN Punjab Copy 2002 

14 EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION (EPI) DHS IN Punjab Copy 2003 

15 EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION (EPI) COVERAGE EVALUATION SURVEY(CES) – 
PUNJAB 2003 

DGHS/UNICEF Copy  2003 

16 PROMOTING WOMEN’S HEALTH  WHP Original 2001 

17 REPORTING FORMS  Copy - 

18 INTRODUCTION TO LHW-MIS FPIU Copy 2003 

19 NATIONAL HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM NHMIS CELL Copy 2003 

20 MAP OF PAKISTAN  CC Original - 

21 THE STATE OF HEALTH SERVICES 2002 DHISU IN Sahiwar Copy 2002 
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22 DATA COLLECTION IN SHEIKHUPURA DISTRICT  EDO IN Sheikhupura Copy 1998 

23 HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, INSTRUCTION MANUAL FOR FLCS STAFF HEALTH D. in Punjab Copy 1992 

24 HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, INSTRUCTION MANUAL FOR FLCS STAFF HEALTH D. in Punjab Copy 1994 

25 HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, INSTRUCTION MANUAL FOR MO AND LHV HEALTH D. in Punjab Copy 1997 

26 GIS FOR HEALTH SECTOR, PAKISTAN HEALTH & POPULATION WELFARE FACILITIES ATLAS CRPRID Original 2003 

27 STATE OF THE WORLD’S NEWBORNS:PAKISTAN SAVE THE CHILDREN Original 2001 

28 PAKISTAN PROGRAM PROFILE SAVE THE CHILDREN Original 2001 

29 ECONOMIC SURVEY 2002-2003 FINANCE DIVISION Original 2003 

30 PAKISTAN HUMAN CONDITION REPORT 2002 CRPRID Original 2002 

31 PROJRCT MEMORANDIM  WB Original 2003 

32 BROCHURE OF FEDERAL BUREAU OF STATISTICS 2002-2003 F.B.S Original 2002 

33 PAKISTAN STATISTICAL YEAR BOOK 2003 F.B.S. Original 2003 

34 PAKISTAN DEMOGRAPHIC 2000 F.B.S Original 2002 

35 NATIONAL GUIDELINES FOR DISTRICT TEAM PROBLEM SOLVING PHC CELL  PHC CELL MOH Original 2003 

36 PROGRESS ON AGENDA FOR HEALTH SECTOR REFORMS MOH Original 2003 

37 CAUSES OF DEATHS AS REFRECTED BY HOSPITAL RECORDS IN PAKISTAN WHO Copy 2003 

38 THE LOCAL GOVERNMENT BOOK NRB Copy 2002 

39 SITUATION ANALYSIS OF HEALTH SECTION IN PAKISTAN MOH Copy 1995 

40 PAKISTAN REPRODUCTIVE HEALTH AND PLANNING SURVEY 2000-01 NIPS Copy 2001 

41 ANNUAL REPORT OF DIRECTOR GENERAL HEALTH BCC & PHC Original 2001 

42 PRESENTATION ON HEALTH SECTOR REFORMS MOH Copy 2003 

43 PAKISTAN INTEGRATED HOUSEHOLD SURVEY 1998-99 FBS Copy 2000 

44 PAKISTAN INTEGRATED HOUSEHOLD SURVEY 2001-02 FBS Copy 2003 

45 Recommendations on modification in indicators NHMIS cell Copy - 

46 Report of Programme Review of Expanded Programme on Immunization in Pakistan MOH/CDC/RI/UNICEF/WHO Copy 1998 

47 National HIV/AIDS Strategic Framework MOH/UNAIDS Copy - 

48 Strengthening National HMIS as part of PRSP s Monitoring Framework  HMIS cell Copy 2003 

49 Brief on National Programme for Family Planning and Primary Health Care 
“The Lady Health Workers’ Programme” 

FPIU Copy - 

50 District Supervision & Monitoring A Manual for District Supervisors NPFPPHC Copy - 
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51 National Programme for Family Planning and Primary Health Care Programme Status Performa FPIU Copy 2003 

52 District Wise Allocation FPIU Copy - 

53 MIS Flow Chart FPIU Copy - 

54 Curative care report district Rawalpindi Rawalpindi District 
Health development center 

Copy - 

55 Disease Surveillance EIC/NHMIS/WHO Original 2000 

56 Disease Surveillance EIC/NHMIS/WHO Original 2001 

57 Province Map of Punjab (1:1,000,000) Survey of Pakistan Original - 

58 Province Map of Baluchistan (1:1,000,000) Survey of Pakistan Original - 

59 Province Map of Sind (1:1,000,000) Survey of Pakistan Original - 

60 Province Map of North-West Frontier Province (1:1,000,000) Survey of Pakistan Original - 

61 50万分の1地図 Rawalpindi Survey of Pakistan Original - 

62 100万分の1地図 Kashmir Survey of Pakistan Original - 

63 50万分の1地図 Lahore Survey of Pakistan Original - 

64 Index to Sheets of Pakistan Survey of Pakistan Original - 

65 Islamabad Rawalpindi Guide Map Survey of Pakistan Original - 

66 Lahore Guide Map Survey of Pakistan Original - 

67 Islamabad Street Map Survey of Pakistan Original - 

68 Road Map Of Pakistan Survey of Pakistan Original - 

69 Punjab州地図 (1:1,077,067) イスラマバード内書店で購入 Original - 

70 North-West Frontier Province州地図(1:823,640) イスラマバード内書店で購入 Original - 

71 Baluchistan州地図(1:1,333,333) イスラマバード内書店で購入 Original - 

72 Sind州地図(1:633,600) イスラマバード内書店で購入 Original - 

73 Road Map of Pakistan イスラマバード内書店で購入 Original - 

74 Monthly Surveillance Report等のフォーム NIH 
Epidemic Investigation cell 

Copy - 

75 Organization Chart of Ministry of Health - Copy - 
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ローカルコンサルタント・リスト 

社名・所在地 事業内容 
社員・ 
技術者数 

類似実績 備 考 

JAFFER BROTHERS (PRIVATE) LIMITED 

 

26-D, 2nd Floor, Kashmir Plaza, 

F-6/4, Jinnah Avenue, 

Islamabad, Pakistan 

TEL:051-2276770, 2276771, 2276772, 

2276773 FAX:051-2276781 

 

コンピュータ

情報処理化支

援、その他 

 ①USAIDによるChild Survival Projectに

関わるプロジェクト管理等 

(JUN.1990～SEP.1993) 

(Oct.1993～May.1994) 

 

②フランスの援助による Malaria 

Eradication Programの技術スタッフ

の教育業務 

(1994~1997) 

コンタクト先 

Senior Manager 

Mr. Ghulam Rasool 

E-mail:ghulamrasool@jaffer.com 

または 

Mr. Farid H. Jaffer 

E-mail:fhj@jaffer.com 

 

HB COMPUTERS 

 

16-17, Wali Centre,  

Fazal ul Haq Road, Blue Area, 

Islamabad, Pakistan 

TEL:051-2273041 FAX:051-2272492 

コンピュータ

機器販売 

 Intel, COMPAQ, HP, PHILIPS, CISCO, 

Microsoftの正規代理店  

コンタクト先 

Manager Sales 

Mr. Javed Iqbal 

E-mail:hbcomp@isb.paknet.com.pk 

COMSATS 

 

Ground Floor 

COMSATS Headquarters’ Building 

#9, G-5/2, Shahra-e-Jamhuriyat, 

Islamabad, Pakistan 

TEL:051-9206604 

インターネッ

ト・サービス・

プロバイダー 

社員数 

約200人 

 パキスタンで一番大きいプロバイダー 

ホームページアドレス 

http://my1.comsats.net.pk/ 

 





















－141－

10．事前評価表 
 

事前評価表 

１．対象事業名 

  パキスタン・保健管理情報システム整備計画 

２．我が国が援助することの必要性・妥当性 

 (1) 現状及び問題点 
   パキスタン（人口1億4596万人、面積、79万6096km2、一人当たりの国民総生産は424ドル）は経

済水準の割に国民の保健水準が低く、最近40年間をとっても他の南西アジア周辺諸国に比して保健
指標の改善が進んでいない状況が続いている。その背景として、医薬品や医療従事者の不足や地域
ごとの保健医療サービスの質に格差があげられる。限られたリソースを有効活用し、地域ごとのニ
ーズの違いを把握するためにも、政策決定のための総合的な保健管理情報システム（以下HMIS）
が必要となっている。 

   当国は1992年、UNICEF（国連児童基金）、USAID（米国国際開発庁）等の支援の下で既存の保健
医療情報システムを見直し、その普及のための努力を行っていたがUSAIDからの支援が中断された
ことにより、計画は整備途中で終了となった。引き続きUNICEF、WHO（世界保健機関）の支援の
もとで構築され、現在のHMISは2000年８月に完成されたものである。しかしながら、問題点とし
て各レファラル・レベルでの情報の滞り、初期データの不備や機器に対する情報量及びデータ管理
面での制約、更に情報管理者がその意思決定に際し、情報を十分に活用できていないといったこと
があげられている。また、情報を活用し、効果的な政策決定につなげていくだけの行政能力の改善
も必要である。 

   今後、保健インフラの拡大や地方分権化に伴い、中央政府から州政府及び県レベルへの権限委譲
も促進されることからも、かかる状況に対応できるHMIS及びそれを活用できるだけの人材育成が
ますます求められている。 

 
 (2) 国家開発計画、地域開発計画、分野別計画などの計画と当該案件の整合性 
   パキスタンは世銀を中心とした各ドナーが資金協力の条件として求めているPRSP(貧困削減戦略

ペーパー)作成対象国であり、それに呼応するかたちで国家計画が策定されている。2001年に策定
された国家保健政策の10の重点分野のうち本案件は県レベルにおける保健システムの専門かつ管
理機能の強化、医薬品における品質管理や適切な流通、保健行政モニタリングのための能力強化に
直接貢献するほか、感染症発生の削減など他の項目にも間接的に貢献することが期待されている。 

 
 (3) 他国機関の関連事業との整合性 
   現在、保健分野においてはEPI（予防接種拡大計画）、マラリア対策、栄養などいくつかのプログ

ラムやプロジェクトが各ドナーの支援の下で実施されており、各プログラム、プロジェクトに応じ
て個々の情報システムが存在している。本案件ではそれらの情報システムを横断的、包括的に構築
しなおし、情報の流れを整理することを狙いとしている。また保健管理情報システムの分野では、
WHOが保健省・国家保健情報室に対する技術支援や運営資金の提供を、USAIDはHMISに関するユ
ーザー・トレーニングの部分を中心にプロジェクトタイプの協力を展開しており（Measure Project）
これらのドナーとの協調を行いつつ本案件を実施していく。さらに保健省の行政能力強化支援の一
環としてDFID（英国国際開発省）が保健省に直接ユニットを設置し、運営資金のサポートを行う。 

 
  (4) 我が国の当該国への基本的援助方策との整合性 
   本案件はわが国の対パキスタン援助方針の中の「社会セクター支援」に位置づけられるものであ

り、その中の保健、教育、福祉行政の機能強化に対し、重要な投入と位置づけられるものである。  
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３．事業の目的 

  ○保健管理情報システムの改善のためのアクションプランの策定を通じ、パ国における保健情報の
管理体制が強化されるための方策を明らかにする。 

４．事業の内容 

 (1) 対象 
  (a) 調査対象：パキスタン全４州（パンジャブ州、シンド州、北西辺境州、バロチスタン州）及び

イスラマバード 
    なお、本調査は連邦ー州ー県の各レベル間における連携の改善を期待するものであるので、既

にそのような連携が確立され、機能している上記４つの州を対象としている。 
  (b) 技術移転の対象：保健省、州及びディストリクトレベルの公的医療機関の医療従事者 
 
 (2) アウトプット 
  (a) 計画策定：政策策定に有効な保健管理情報システム整備計画案 
  (b) 技術移転：各保健情報のデータ収集、入力、伝達、活用の技術 
 
 (3) インプット：以下の投入による調査および技術移転の実施。 
  (a) コンサルタント（分野／人数） 

分 野 人 数 分 野 人 数  
総 括／保健行政 １ 情報システム（プログラム開発） １ 
疫学サーベイランス １ 普及計画 １ 
保健財務 １   
経費積算 １   
医薬品管理 １   
情報システム（設計） １ 合 計 ８ 

 
  (b) その他 
             セミナーの開催、パイロットプロジェクトの実施及びその過程で必要となる機材 
 
 (4) 総事業費 
   調査に要す費用：約３億５千万円 
 
 (5) 調査のスケジュール 
   2004年12月～2007年２月（２年３か月） 
 
 (6) 実施体制 
  (a) 協力相手国実施機関名：保健省 
  (b) 協力相手国実施機関の責任者：保健省・Senior Joint Secretary（上級担当次官） 

５．成果の目標 

 (1) 提案計画の活用目標 
   策定されたアクションプランが保健省及び各州や県レベルの機関で開発計画として位置づけら

れること。  
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 (2) 活用による達成目標 
  (a) 正確な保健情報が、的確なタイミングで収集される。 
  (b) 得られた保健情報が適切に管理され、その分析を通じて保健政策の策定に活かされる。 

６．外部要因リスク 

 (1) 協力相手国内の事情 
  (a) 政策的要因：政策決定者が保健管理情報システムの必要性を認識しない。 
  (b) 行政的要因：保健省及び関係省庁、各ドナーとの調整の不備。各行政レベルでの調整の不備。 
  (c) 経済的要因：資金不足による事業実施の困難性 
  (d) 社会的要因：政権交代など社会情勢の変化やそれに伴う治安の悪化 
 
 (２) 関連プロジェクトの遅れ： 
   特になし 

７．今後の評価計画 

 (1) 事後評価に用いる指標 
  (a) 活用の進捗度 
    保健省及び各州、県レベルにおける、アクションプランを具体的にふまえた開発計画の有無 
  (b) 活用による達成目標の指標 
    整備後のHMISをもとに定期的にレポートを作成している州及び県の数／割合 
    以前より報告を行っている医療施設からの情報エラーの割合 
    上記施設のトレーニング対象者の数及びトレーニング実行の頻度 
    各県レベルにおいて上位機関へのレポートを行う施設の割合 
    HMISの運用を行っている医療施設の数／割合 
 
 (2) 事上記(a)および(b)を評価する方法およびタイミング 
   必要時に応じ調査終了３年後以降に評価を実施する  
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